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2021  MarchTopics
『令和3年度 講習会のご案内』が完成しました。

　昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

よる開催中止や定員縮小等の対応を行ったことで皆

様には多大なご迷惑をおかけいたしました。

　新型コロナウイルスについては未だ収束が見通せ

ない状況ではありますが、なるべく多くの皆様に研

修の機会をご提供できるよう運営してまいりますの

で、当協会講習会を是非ご活用ください。

　なお、こちらのご案内については協会ホームペー

ジにも既に掲載をしております。

令和3年度 講習会のご案内が完成
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CLIP BOARD

※協会HPに掲載しておりますので、どなたでも閲覧できます。

当協会では、働き方改革の一環として4月1日

より中小企業にも施行される「同一労働同一

賃金」について、ビルメンテナンス現場への周知

徹底を図るため、この度リーフレット「ビルメンテ

ナンスの現場で知っトク　働き方改革パートⅡ 同一

労働同一賃金」を作成し、皆様に配布しています。

　このリーフレットでは、現場で必要とされる最底

限の知識について、法律用語をなるべく用いないで

非常にわかりやすくまとめております。

　本誌特集記事でも「同一労働同一賃金」を取り

扱っておりますので、リーフレットと合わせて各社

の労務管理にお役立てください。

　例年春に開催しておりました野球大会について、令和3年度は新型コロナウイルス

感染症の影響を鑑み、開催時期を秋に延期致します。

　詳細な開催日程等については決まり次第、改めてご案内させていただきます。

「同一労働同一賃金」に関する
リーフレットを作成！

令和3年度
野球大会開催延期のお知らせ
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 （令和3年2月28日現在）

Cover Story テーマ ： 東京にあるオブジェ

神保町の学士会館敷地内に「日本野球発祥の
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　告知板 35

3令和3年度 講習会のご案内が完成

理事会報告

令和３年度
事業計画及び予算を提案 ！ 18

Special

読者投稿『東京都選定歴史的建造物を訪れて　五十六 聖母病院』 26

24読者投稿 「守るべき事（変えてはいけない事）、そして、変えるべき事」



62021.3  Network Tokyo

小野美 昇 氏
東京労働局雇用環境・
均等部指導課

　同一企業・団体における正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者）と

非正規雇用労働者（有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者）間

にある不合理な待遇差の解消を目指すため、同一労働同一賃金（パート

タイム有期雇用労働法）が令和2年4月に大企業で導入されましたが、令和

3年4月1日より中小企業でも導入されることとなりました。

　パートタイマーの構成比率が多いビルメンテナンス業界では、今後同法

の理解と運用が必要となります。そこで今回は令和3年3月5日に当

協会において開催する「ビルメンテナンス業の「同一労働同一賃金」オン

ラインセミナー」でもご講演される、東京労働局雇用環境・均等部の小野美

昇氏に同法について詳しく解説いただきました。

　4月1日の同法導入前に是非ご参考としてください。
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特　集 ビルメンテナンス業の同一労働同一賃金

雇
用
形
態
に

関
わ
ら
な
い

公
正
な
待
遇
の
確
保

初
め
に

　

平
成
30
年
の
通
常
国
会
で
成
立
し
た
「
働

き
方
改
革
関
連
法
」
の
中
の
大
き
な
柱
の
１

つ
で
あ
る
、
非
正
規
雇
用
労
働
者
の
待
遇

改
善
に
関
す
る
法
改
正
の
内
容
に
つ
い
て
説

明
い
た
し
ま
す
。

　

非
正
規
雇
用
労
働
者
の
待
遇
に
つ
い
て

は
、
正
社
員
の
待
遇
と
比
較
し
て
、
大
き

な
差
が
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、　

今
般
の
「
働
き
方
改
革
」
の
中
で
、
い
わ
ゆ

る
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
実
現
と
銘
打
っ
て
、

雇
用
形
態
に
か
か
わ
ら
な
い
公
正
な
待
遇
を

確
保
す
る
た
め
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
、

労
働
契
約
法
、
労
働
者
派
遣
法
の
３
つ
の
法

律
が
一
体
的
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
こ
で
は
、
こ
の
改
正
法
に
関
し
て
、「
短

時
間
労
働
者
及
び
有
期
雇
用
労
働
者
の
雇

用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

五
年
法
律
第
七
十
六
号
）」（
以
下
、「
パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
」
と
い
い
ま

す
）
に
関
わ
る
内
容
を
中
心
に
、
ご
説
明
い

た
し
ま
す
。

非
正
規
雇
用
労
働
者
の
現
状

　
一
般
に
、
正
規
雇
用
・
非
正
規
雇
用
は
、

労
働
契
約
の
期
間
の
定
め
の
有
無
、
労
働
時

間
の
長
さ
、
直
接
雇
用･

間
接
雇
用
の
別
に

よ
っ
て
、
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、

法
令
上
、
確
立
し
た
定
義
が
あ
る
訳
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　
こ
ち
ら
の
デ
ー
タ
に
お
い
て
は
事
業
所
に
お

け
る
「
呼
称
」
に
よ
り
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

令
和
元
年
の
数
値
を
み
る
と
、
雇
用
さ
れ

て
働
く
人
は
５
６
６
０
万
人
で
す
。
そ
の
う

ち
非
正
規
雇
用
と
言
わ
れ
る
方
は
、
4
割

弱
の
２
１
６
５
万
人
で
す
。
ま
た
、
そ
の
内

派
遣
労
働
者
は
１
４
１
万
人
で
す
。

　
「
非
正
規
雇
用
を
選
ん
だ
理
由
」
に
つ
い

て
、
自
分
に
都
合
の
よ
い
時
間
に
働
き
た
い
、

家
事
・
育
児
・
介
護
と
両
立
し
や
す
い
、
な

ど
の
理
由
で
積
極
的
に
非
正
規
雇
用
を
選
ん

で
い
る
方
が
75
％
を
占
め
る
一
方
、
正
社
員

の
仕
事
が
な
い
と
の
理
由
で
、
不
本
意
な
が

ら
非
正
規
雇
用
と
し
て
働
い
て
い
る
方
も
1

割
程
度
存
在
し
て
い
ま
す
。

　

不
本
意
非
正
規
雇
用
の
人
数
は
２
３
６

万
人
、
11
・
6
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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う
な
雇
用
形
態
を
選
択
し
て
も
、
待
遇
に
納

得
し
て
働
き
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と

で
、
多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
を
選
択
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
20
年
を
ピ
ー
ク
に
人
口
が
減
少
し
て

い
る
状
況
の
中
、
若
者
・
女
性
・
高
齢
者

な
ど
、
就
労
を
希
望
す
る
方
が
、
そ
の
能
力

を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
上
で
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
応
じ
て
、
多

様
な
働
き
方
を
選
択
で
き
る
環
境
を
整
備
し

て
い
く
こ
と
は
、
重
要
な
課
題
で
す
。

　

な
お
、
派
遣
に
つ
い
て
は
別
途
の
ル
ー
ル

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
比
較
す
る
の
は
、

同
じ
企
業
内
の
正
社
員
と
非
正
規
雇
用
労

働
者
で
す
。
事
業
所
単
位
で
は
な
く
同
一
法

人
内
で
比
較
し
ま
す
。
同
じ
業
種
、
職
種
で

あ
っ
て
も
、
他
の
企
業
の
労
働
者
と
比
較
す

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
保
護
の
対
象
と
な
る
労
働
者
は
、

労
働
時
間
が
正
社
員
よ
り
も
短
い
「
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
者
」、
労
働
契
約
に
つ
い
て
期

間
の
定
め
が
あ
る
「
有
期
雇
用
労
働
者
」、

間
接
雇
用
の「
派
遣
労
働
者
」の
３
者
で
す
。

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
有
期
雇
用
労
働

者
は「
パ
ー
ト
タ
イ
ム・
有
期
雇
用
労
働
法
」、

派
遣
労
働
者
は
「
労
働
者
派
遣
法
」
に
お
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
て
い
ま
す
。

改
正
法
の
施
行
日

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
は
、

大
企
業
に
お
い
て
は
、
令
和
2
年
4
月
1
日

か
ら
、
中
小
企
業
に
お
い
て
は
、
令
和
3
年

4
月
1
日
か
ら
施
行
に
な
り
ま
す
。

　

中
小
企
業
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、「
資
本

金
の
額
ま
た
は
出
資
の
総
額
」
と
「
常
時
使

用
す
る
労
働
者
の
数
」
の
い
ず
れ
か
が
次
の

基
準
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、
中
小
企
業
に
該

当
す
る
と
判
断
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
事
業
所
単
位
で
は
な
く
、
企
業

単
位
で
判
断
さ
れ
ま
す
。

　

業
種
の
分
類
は
、
日
本
標
準
産
業
分
類

（
平
成
25
年
10
月
改
定
）（
平
成
26
年
4
月

1
日
施
行
）
に
よ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
は
、

サ
ー
ビ
ス
業
に
該
当
し
、「
資
本
金
の
額

ま
た
は
出
資
の
総
額
」
５
０
０
０
万
円
以

下　
又
は
、「
常
時
使
用
す
る
労
働
者
の
数
」

１
０
０
人
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
れ
ば

中
小
企
業
に
な
り
ま
す
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
・

有
期
雇
用
労
働
法
の

適
用
対
象

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
を
理

解
す
る
上
で
、「
通
常
の
労
働
者
」、「
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
」、「
有
期
雇
用
労
働
者
」

の
考
え
方
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

法
改
正
の
目
的

　

今
回
の
改
正
法
は
、
同
一
の
企
業
内
に
お

け
る
正
社
員
と
非
正
規
雇
用
労
働
者
と
の

間
の
不
合
理
な
待
遇
差
を
な
く
し
、
ど
の
よ
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通常の労働者

短期間・有期
雇用労働者

正規型の労働者
（いわゆる正社員）
⇒総合職、一般職、地域限定職、
短時間正社員 etc

無期雇用フルタイム労働者
⇒無期転換したフルタイム契約
社員等

パートタイム労働者
（短時間労働者）
⇒１週間の所定労働時間が同一
の事業主に雇用される通常の労
働者の１週間の所定労働時間に
比べて短い労働者

有期雇用労働者
⇒期間の定めのある労働契約を
締結している労働者

待
遇
を
比
較

　

通
常
の
労
働
者

　
「
通
常
の
労
働
者
」
の
考
え
方
は
、
通
達

「
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
雇
用
労
働
者

の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
の
施

行
に
つ
い
て
」 （
平
成
31
年
1
月
30
日　

基

発
０
１
３
０
第
1
号
・
職
発
０
１
３
０
第

6
号
・
雇
均
発
０
１
３
０
第
1
号
・
開
発

０
１
３
０
第
1
号
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
通
常
の
労
働
者
」
と
は
、
社
会
通
念
に

従
い
、
比
較
の
時
点
で
当
該
事
業
主
に
お
い

て
「
通
常
」
と
判
断
さ
れ
る
労
働
者
を
い
う

こ
と
。

　

当
該
「
通
常
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
就

業
形
態
が
多
様
化
し
て
い
る
中
で
、
い
わ
ゆ

る
「
正
規
型
」
の
労
働
者
が
事
業
所
や
特

定
の
業
務
に
は
存
在
し
な
い
場
合
も
出
て
き

て
お
り
、
ケ
ー
ス
に
応
じ
て
個
別
に
判
断
を

す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、「
通

常
の
労
働
者
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
正
規
型
の

労
働
者
及
び
事
業
主
と
期
間
の
定
め
の
な

い
労
働
契
約
を
締
結
し
て
い
る
フ
ル
タ
イ
ム

労
働
者
（
以
下
「
無
期
雇
用
フ
ル
タ
イ
ム
労

働
者
」
と
い
う
。）を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　

ま
た
、
法
が
業
務
の
種
類
ご
と
に
短
時
間

労
働
者
を
定
義
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
通

常
」
の
判
断
に
つ
い
て
も
業
務
の
種
類
ご
と

に
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
（「
業
務
の
種
類
」

に
つ
い
て
は
『
厚
生
労
働
省
編
職
業
分
類
』

の
細
分
類
の
区
分
等
を
参
考
に
し
、
個
々
の

実
態
に
即
し
て
判
断
す
る
）。

　

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
正
規
型

の
労
働
者
と
は
、
労
働
契
約
の
期
間
の
定
め

が
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
社
会
通
念
に

従
い
、
当
該
労
働
者
の
雇
用
形
態
、
賃
金

体
系
等
（
例
え
ば
、
長
期
雇
用
を
前
提
と

し
た
待
遇
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
か
、
賃
金

の
主
た
る
部
分
の
支
給
形
態
、
賞
与
、
退

職
金
、
定
期
的
な
昇
給
又
は
昇
格
の
有
無
）

を
総
合
的
に
勘
案
し
て
判
断
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。
ま
た
、
無
期
雇
用
フ
ル
タ
イ
ム
労

働
者
は
、
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
無
期
雇
用

労
働
者
（
事
業
主
と
期
間
の
定
め
の
な
い
労

働
契
約
を
締
結
し
て
い
る
労
働
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
の
う
ち
、
１
週
間
の
所
定
労

働
時
間
が
最
長
の
労
働
者
の
こ
と
を
い
う
こ

と
。
こ
の
た
め
、
い
わ
ゆ
る
正
規
型
の
労
働

者
の
全
部
又
は
一
部
が
、
無
期
雇
用
フ
ル
タ

イ
ム
労
働
者
に
も
該
当
す
る
場
合
が
あ
る
こ

と
。

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者

　
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
（
短
時
間
労
働

者
）」
の
考
え
方
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有

期
雇
用
労
働
法
第
2
条
に
お
い
て
、
次
の
よ

う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

●
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
短
時
間
労
働
者
」

と
は
、
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
同
一
の

事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者(

当

該
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者

と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
当
該
事
業
主
に

雇
用
さ
れ
る
労
働
者
に
あ
っ
て
は
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該
労

働
者
と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
当
該
通

常
の
労
働
者)

の
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間

に
比
し
短
い
労
働
者
を
い
う
。

　

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
と
は
、
同

一
の
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者

の
従
事
す
る
業
務
が
二
以
上
あ
り
、
か
つ
、

当
該
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働

者
と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
の
数

が
当
該
通
常
の
労
働
者
の
数
に
比
し
著
し
く

多
い
業
務
（
当
該
業
務
に
従
事
す
る
通
常
の

労
働
者
の
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
他
の

業
務
に
従
事
す
る
通
常
の
労
働
者
の
一
週
間
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の
所
定
労
働
時
間
の
い
ず
れ
よ
り
も
長
い
場

合
に
係
る
業
務
を
除
く
。）
に
当
該
事
業
主

に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
が
従
事
す
る
場
合
に

な
り
ま
す
。

　

有
期
雇
用
労
働
者

　
「
有
期
雇
用
労
働
者
」
の
考
え
方
は
、パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
第
2
条
に
お

い
て
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

●
こ
の
法
律
に
お
い
て「
有
期
雇
用
労
働
者
」

と
は
、
事
業
主
と
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働

契
約
を
締
結
し
て
い
る
労
働
者
を
い
う
。

法
改
正
の

ポ
イ
ン
ト

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
の
法

改
正
の
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
３
つ
で
す
。

１　
不
合
理
な
待
遇
差
の
禁
止

２　
労
働
者
に
対
す
る
待
遇
に
関
す
る　

　
説
明
義
務
の
強
化

３　
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
き
（
行
政

　
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
の
整
備

　

順
番
に
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

不
合
理
な
待
遇
差
の
禁
止

　

こ
の
「
不
合
理
な
待
遇
差
の
禁
止
」、
い

わ
ゆ
る
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
に
関
す
る

規
定
で
は
同
一
企
業
内
の
正
社
員
と
非
正
規

雇
用
労
働
者
と
の
間
で
、
基
本
給
や
賞
与

な
ど
個
々
の
待
遇
ご
と
に
不
合
理
な
待
遇
差

を
設
け
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
待
遇
」
と
は
賃
金

だ
け
で
な
く
、
福
利
厚
生
や
教
育
訓
練
な

ど
「
全
て
の
待
遇
」
を
指
し
ま
す
。
正
社
員

と
非
正
規
雇
用
労
働
者
の
待
遇
の
相
違
が

不
合
理
か
ど
う
か
の
判
断
基
準
と
な
る
「
均

衡
待
遇
規
定
」
と
「
均
等
待
遇
規
定
」
が
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
・
有
期
雇
用
労
働
者
・

派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
、
今
回
、
統
一
的
に

整
備
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
均
衡
」
と
「
均
等
」、
ど
ち
ら
も
一
文
字

違
い
で
や
や
こ
し
い
で
す
が
、
大
き
く
意
味

が
異
な
り
ま
す
。
ま
ず
、「
均
衡
待
遇
規
定
」

は
、
英
語
で
言
う
と”balanced”

。
正
社

員
と
の
間
で
仕
事
の
内
容
や
人
材
活
用
の
仕

組
な
ど
が
違
う
場
合
、
そ
の
差
に
応
じ
て
バ

ラ
ン
ス
の
取
れ
た
待
遇
に
し
よ
う
と
い
う
も

の
で
す
。

　

一
方
で
、

「
均
等
待
遇

規
定
」
は
、

英
語
で
言
え

ば”equal”

。

つ
ま
り
、
正

社
員
と
仕
事
の
内
容
や
人
材
活
用
の
仕
組

等
が
全
く
同
じ
で
あ
れ
ば
待
遇
も
同
じ
に
す

る
と
い
う
も
の
で
す
。

　

待
遇
の
差
が
不
合
理
か
ど
う
か
と
い
う
判

断
を
行
う
際
は
、
３
つ
の
判
断
要
素
を
考
慮

し
ま
す
。

１
つ
め
、
職
務
内
容

２
つ
め
、
職
務
内
容
・
配
置
の
変
更
範
囲

３
つ
め
、
そ
の
他
の
事
情

で
す
。

①
職
務
内
容
と
は
、「
業
務
の
内
容
＋
当
該

業
務
に
伴
う
責
任
の
程
度
」
の
こ
と
で
、
労

働
者
の
就
業
の
実
態
を
表
す
要
素
の
う
ち
、

最
も
重
要
な
も
の
で
す
。

　
「
業
務
」
と
は
、「
職
業
上
継
続
し
て
行

う
仕
事
」
の
こ
と
で
す
。
正
社
員
と
非
正
規

雇
用
労
働
者
の
間
で
、「
職
務
内
容
」
が
同

じ
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
際
に
は
、
ま
ず
、

業
務
の
種
類
を
比
較
し
ま
す
。
例
え
ば
、
販

売
職
、
事
務
職
、
製
造
工
、
印
刷
工
と
い
っ

た
、
従
事
す
る
職
種
の
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
、
個
々
の
業
務
の
中
で
「
中
核
的

業
務
」、
つ
ま
り
、
そ
の
職
務
を
代
表
す
る

も
の
、
そ
の
業
務
に
不
可
欠
な
も
の
、
業

務
全
体
に
占
め
る
時
間
的
割
合
が
大
き
い
も

の
、
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
そ
の
「
中
核
的

業
務
」
が
実
質
的
に
同
じ
か
ど
う
か
を
み
ま

す
。
細
か
い
作
業
が
全
て
同
じ
で
あ
る
必
要

ま
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
中
核
的
、
主
要
な

業
務
で
比
較
し
ま
す
。

　

次
に
、
そ
の
業
務
に
つ
い
て
の
「
責
任
の

程
度
」
を
比
較
し
ま
す
。「
責
任
の
程
度
」

と
は
、
業
務
に
伴
っ
て
行
使
で
き
る
権
限
の

範
囲
や
大
き
さ
な
ど
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。　

例
え
ば
、
与
え
ら
れ
て
い
る
権
限
の
範
囲
、

単
独
で
契
約
締
結
可
能
な
金
額
の
範
囲
や

管
理
す
る
部
下
の
人
数
、
決
裁
権
限
の
範

囲
等
で
す
。

　

ま
た
、
ト
ラ
ブ
ル
発
生
時
や
臨
時
・
緊
急

時
に
求
め
ら
れ
る
対
応
の
程
度
や
ノ
ル
マ
等

の
成
果
へ
の
期
待
度
な
ど
の
こ
と
を
い
い
ま

す
。
例
え
ば
、
正
社
員
に
は
、
繁
忙
期
や

急
な
欠
勤
者
が
出
た
場
合
の
対
応
が
求
め
ら

れ
、
実
際
に
月
末
に
な
る
と
残
業
を
す
る
こ

と
が
多
く
な
る
。
一
方
、
有
期
雇
用
の
契
約

社
員
に
は
、
こ
れ
ら
の
対
応
は
求
め
ら
れ
な

い
、
と
な
れ
ば
、
業
務
に
伴
う
責
任
の
程
度

が
異
な
る
と
い
う
評
価
に
な
り
、
職
務
の
内

容
に
違
い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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次
に
、
②
職
務
内
容
・
配
置
の
変
更
範

囲
と
は
、
転
勤
、
昇
進
と
い
っ
た
人
事
異
動

や
役
割
の
変
化
等
の
有
無
や
範
囲
を
指
す
も

の
で
、「
人
材
活
用
の
仕
組
み
」
と
も
い
わ

れ
ま
す
。

　

日
本
で
は
、
一
定
の
労
働
者
に
対
し
て
、

長
期
雇
用
の
中
で
配
置
転
換
し
な
が
ら
幅
広

い
職
務
遂
行
能
力
の
向
上
を
促
し
、
そ
れ
と

対
応
し
た
賃
金
決
定
を
行
っ
て
い
る
企
業
も

多
い
と
い
う
実
態
が
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う

な
人
材
活
用
の
仕
組
み
が
、
待
遇
差
が
不
合

理
で
あ
る
か
ど
う
か
の
考
慮
要
素
の
１
つ
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
職
務
内
容
・
配
置

の
変
更
範
囲
」
に
つ
い
て
、
正
社
員
と
非
正

規
雇
用
労
働
者
と
で
同
じ
か
ど
う
か
を
判
断

し
ま
す
。こ
ち
ら
は
、就
業
規
則
上
ど
う
な
っ

て
い
る
か
だ
け
で
は
な
く
、
実
態
と
し
て
ど

う
い
う
運
用
に
な
っ
て
い
る
か
、
ま
た
、
将

来
の
見
込
み
も
含
め
て
判
断
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、
正
社
員
は
、
就
業
規
則
で
は

全
国
転
勤
あ
り
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
実
態

と
し
て
は
自
宅
か
ら
通
え
る
範
囲
で
の
異
動

し
か
な
い
と
い
う
場
合
、
就
業
規
則
の
規
定

で
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
実
態
を
み
て
、

正
社
員
で
も
自
宅
か
ら
通
え
る
範
囲
で
の
異

動
し
か
な
い
、
非
正
規
雇
用
労
働
者
に
つ
い

て
も
同
じ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

配
置
の
変
更
範
囲
は
同
じ
、
と
考
え
ま
す
。

　

最
後
に
、
③
「
そ
の
他
の
事
情
」
に
は
、

職
務
の
成
果
や
能
力
、
経
験
、
合
理
的
な

労
使
慣
行
、
労
使
交
渉
の
経
緯
な
ど
、
様
々

な
事
情
が
含
ま
れ
ま
す
。

　

先
程
の
①
職
務
内
容
と
②
職
務
内
容
・

配
置
の
変
更
範
囲
が
、
正
社
員
と
全
く
同

じ
非
正
規
雇
用
労
働
者
に
は
、「
均
等
待
遇
」

が
必
要
に
な
る
の
で
、
賃
金
や
福
利
厚
生

等
、
全
て
の
待
遇
を
同
じ
に
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
①
職
務
内
容
や
②
職
務

内
容
・
配
置
の
変
更
範
囲
が
異
な
る
場
合
は
、

「
均
等
」
ま
で
は
求
め
ら
れ
ま
せ
ん
が
、「
均

衡
待
遇
」
は
必
要
で
す
。
待
遇
差
が
あ
る
こ

と
自
体
は
否
定
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
職
務
内
容

や
職
務
内
容
・
配
置
の
変
更
範
囲
の
差
と
、

そ
の
他
の
事
情
を
鑑
み
て
、
不
合
理
な
差
は

禁
止
さ
れ
ま
す
。
実
態
と
し
て
は
、
①
職
務

内
容
と
②
職
務
内
容
・
配
置
の
変
更
範
囲

の
い
ず
れ
か
は
正
社
員
と
異
な
る
非
正
規
雇

用
労
働
者
の
方
が
多
い
と
思
う
の
で
、
多
く

の
ケ
ー
ス
が
「
均
衡
待
遇
」
の
対
応
が
必
要

に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
「
均
衡
待

遇
」
と
「
均
等
待
遇
」
の
考
え
方
に
つ
い
て
、

ま
ず
は
、
覚
え
て
お
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

　

続
い
て
、
不
合
理
性
の
判
断
に
つ
い
て
で

す
。
基
本
給
や
手
当
、
福
利
厚
生
な
ど
の

個
々
の
待
遇
ご
と
に
、
そ
の
待
遇
の
性
質
・
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目
的
に
照
ら
し
て
、
先
ほ
ど
の
３
要
素
、
職

務
の
内
容
、職
務
内
容･

配
置
の
変
更
範
囲
、

そ
の
他
の
事
情
の
う
ち
適
切
と
認
め
ら
れ
る

事
情
を
考
慮
し
て
、
不
合
理
性
が
判
断
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

「
個
々
の
待
遇
の
性
質
・
目
的
に
照
ら
し
て

適
切
と
認
め
ら
れ
る
事
情
を
考
慮
」
す
る
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
例
え
ば
「
役
職
手
当
」

に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
班
長
に
就

い
て
い
る
正
社
員
に
は
「
班
長
手
当
」
を
支

給
し
、
班
長
と
し
て
同
じ
職
務
に
就
い
て
い

る
有
期
雇
用
の
契
約
社
員
の
班
長
に
は
「
班

長
手
当
」
を
支
給
し
て
い
な
い
場
合
は
ど
う

で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
た
待
遇
の
相
違
が
不

合
理
か
ど
う
か
判
断
す
る
に
当
た
り
、「
班

長
手
当
」
が
、
班
長
と
い
う
職
務
（
業
務
の

内
容
や
責
任
の
程
度
）
に
対
し
て
支
給
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、「
職
務
の
内

容
」
を
考
慮
し
て
判
断
す
る
こ
と
に
な
り
、

同
じ
職
務
の
契
約
社
員
の
班
長
に
支
給
し
て

い
な
い
こ
と
が
不
合
理
で
な
い
と
言
え
る
の

か
ど
う
か
、
同
じ
手
当
を
支
給
す
べ
き
で
は

な
い
か
、
と
い
っ
た
判
断
を
行
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

不
合
理
性
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
基
本

と
な
る
考
え
方
を
示
し
た
「
同
一
労
働
同
一

賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」「
短
時
間
・
有
期

雇
用
労
働
者
及
び
派
遣
労
働
者
に
対
す

る
不
合
理
な
待
遇
の
禁
止
等
に
関
す
る
指
針

（
厚
生
労
働
省
告
示
第
４
３
０
号
）」
を
参

考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

最
高
裁
判
例
に
つ
い
て

　
今
般
の
均
衡
・
均
等
待
遇
に
つ
い
て
は
、
行

政
と
し
て
、
各
企
業
の
具
体
的
な
事
例
す
べ
て

に
関
し
て
、
不
合
理
か
ど
う
か
を
明
確
に
線
引

き
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
最
終
的
に
は
、
裁

判
所
で
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
ご
紹
介
す
る
の
は
、
正
社
員
と

有
期
雇
用
労
働
者
の
待
遇
差
が
労
働
契
約

法
20
条
に
違
反
し
な
い
か
争
わ
れ
た
裁
判
例

で
す
が
、
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
考
え
方
は
、

今
回
の
法
改
正
後
の
不
合
理
性
の
判
断
に
当

た
っ
て
も
参
考
に
な
る
も
の
で
す
。

　

ま
ず
ご
紹
介
す
る
の
は
、
平
成
30
年
6
月

に
最
高
裁
で
出
さ
れ
た
判
決
、
ハ
マ
キ
ョ
ウ

レ
ッ
ク
ス
事
件
で
す
。

　

内
容
は
割
愛
し
ま
す
が
、
個
別
の
手
当
ご

と
に
不
合
理
性
の
判
断
が
な
さ
れ
た
ほ
か
、

本
判
決
で
は
、
法
に
違
反
し
た
場
合
の
法
的

効
果
と
し
て
、

●
私
法
上
の
効
力
を
有
す
る
こ
と

●
法
に
違
反
す
る
労
働
条
件
の
相
違
を

設
け
る
部
分
は
無
効
と
な
る
こ
と
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2021.3  Network Tokyo 14ちょっとまて 無理と油断が 事故のもと

旧労働契約法第 20 条に関する最近の最高裁判決の概要を紹介します。
※ いずれも個別事案の判決です。事案によって異なる判断となる可能性があります。

次の２つの裁判例は、以下の総論を述べた上で判断されました。

※ 本件各事案においては、原告らによって比較の対象とされた通常の労働者を比較の対象としつつ、他の多数の通常の労働者についてはその他の事情として考慮された。

◆大阪医科薬科大学事件 　令和 2 年 10 月 13 日　最高裁判所第三小法廷判決　（令和元年（受）第 1055 号、第 1056 号 地位確認等請求事件）

◆メトロコマース事件 　令和 2 年 10 月 13 日　最高裁判所第三小法廷判決　（令和元年（受）第 1190 号、1191 号 損害賠償等請求事件）

（厚生労働省雇用環境・均等局において作成）

◆日本郵便（東京・大阪・佐賀）事件 　令和 2 年 10 月 15 日　最高裁判所第一小法廷判決
　　○日本郵便（東京）事件 （令和元 年（受）第 777 号、第 778 号 地位確認等請求事件）／　○日本郵便（大阪）事件 （令和元 年（受）第 794 号、第 795 号 地位確認等請求事件）
　　○日本郵便（佐賀）事件 （平成 30 年（受）第 1519 号 未払時間外手当金等請求事件）

待遇 判断 待遇の性質・目的 判決理由

扶養手当 不合理 長期勤続が期待される正社員の生活保障や福利厚生を図
り、継続的な雇用を確保する目的で支給。

扶養親族があり、かつ、相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば、契
約社員にも扶養手当の趣旨は妥当する。 日本郵便（大阪）事件

祝日給 不合理
最繁忙期であるために年始に勤務したことの代償として
支給。

短期間の勤務ではなく繁閑に関わらない勤務が見込まれている契約社員に
も、年始における勤務の代償として祝日給を支給する趣旨は妥当する。
 日本郵便（大阪）事件

年末年始
勤務手当 不合理

最繁忙期であり、多くの労働者は休日である年末年始期
間に業務に従事したことに対し、その勤務の特殊性の対
価として支給。

業務の内容等に関わらず、実際に勤務したこと自体を支給要件としており、
年末年始勤務手当の支給趣旨は契約社員にも妥当する。
 日本郵便（東京・大阪）事件

夏期冬期
休暇 不合理 労働から離れる機会を与えることにより、心身の回復を

図る目的で支給。
短期間の勤務ではなく繁閑に関わらない勤務が見込まれている契約社員に
も、夏期冬期休暇を与える趣旨は妥当する。 日本郵便（佐賀）事件

有給の
病気休暇 不合理

長期勤続が期待される正社員の生活保障を図り、療養に
専念させることを通じて、継続的な雇用を確保する目的
で休暇中の賃金を最大 90 日分まで支給。

相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば（※原告らはいずれも 10 年
以上勤務）、契約社員についても、有給の病気休暇を与える趣旨は妥当する。
 日本郵便（東京）事件

待遇 判断 待遇の性質・目的 判決理由

賞与 不合理では
ない

正職員の賃金体系や求められる職務遂行能力及び責任の
程度等に照らせば、正職員としての職務を遂行し得る人
材の確保・定着を図るなどの目的で支給（職能給である
基本給を基礎に算定）。

（本件における）賞与の性質・目的を踏まえて、職務の内容及び変更の範囲
に一定の相違があったこと、その他の事情（人員配置の見直し等により教
室事務員の正職員は極めて少数となっていたこと、正職員登用制度を設け
ていたこと）を考慮すれば、不合理であるとまでいえない。

私傷病による
欠勤中の賃金

不合理では
ない

長期的又は将来的な勤続が期待される正職員の生活保障
を図り、雇用を維持・確保する目的で支給（６か月間は
給与全額、その後は休職となり２割支給）。

職務の内容等の一定の相違や、上記のその他の事情に加えて、長期雇用を前提とし
た勤務を予定しているものとはいい難いアルバイト職員に、雇用の維持・確保を前
提とする制度の趣旨が直ちに妥当するとはいえない。また、原告の勤続期間（※在
籍期間は欠勤期間を含め３年余り）が相当の長期間に及んでいたとはいい難く、労
働契約が当然に更新され継続するとうかがわせる事情も見当たらない。

待遇 判断 待遇の性質・目的 判決理由

退職金 不合理では
ない

支給要件や支給内容等に照らせば、職務遂行能力や責任
の程度等を踏まえた労務の対価の後払いや継続勤務等に
対する功労報償等の複合的な性質を有し、正社員として
の職務を遂行し得る人材の確保・定着を図るなどの目的
で、様々な部署等で継続的な就労が期待される正社員に
対し支給（年齢給と職能給からなる基本給を基礎に算定）。

（本件における）退職金の有する複合的な性質・目的を踏まえて、職務の内
容及び変更の範囲に一定の相違があったこと、その他の事情（売店業務に
従事する正社員（少数）は、組織再編等に起因して賃金水準の変更や配置
転換が困難であったこと、正社員登用制度を設けて相当数登用していたこ
と）を考慮すれば、不合理であるとまでいえない。

各種手当や休暇等について、郵便業務等に従事する通常の労働者（正社員）には付与し、職務の内容等に相応の相違がある有期雇用労働者（契約社員）
には付与しないことが不合理か否か争われた。

※ 住居手当については、転居を伴う配置転換等が予定されない正社員にも住居手当が支給されていることから、転居を伴う配置転換等が予定されていない契約社員について住居手当を不支
給とすることは不合理な格差であるとの高裁判決が確定している。

賞与及び私傷病による欠勤中の賃金について、通常の労働者（教室事務員である正職員）には支給し、有期雇用労働者（教室事務アルバイト職員）に
は支給しないことが不合理か否か争われた。

退職金について、通常の労働者（売店業務に従事する正社員）には支給し、有期雇用労働者（売店業務契約社員）には支給しないことが不合理か否か争われた。

・ 有期雇用労働者と無期雇用労働者（通常の労働者）の間の労働条件の相違が賞与／退職金の支給に係るものであったとしても、それが旧労働契約法第
20 条にいう不合理と認められるものに当たる場合はあり得る。

・ その判断に当たっては、当該使用者における賞与／退職金の性質や目的を踏まえて、職務の内容、職務の内容・配置の変更範囲、その他の事情を考慮
することにより、不合理か否かを検討すべき。

参考（最近の裁判例）

●
労
働
条
件
の
相
違
が
法
に
違
反
す
る
場

合
で
あ
っ
て
も
、
労
働
条
件
が
比
較
対

象
と
な
る
無
期
契
約
労
働
者
の
労
働
条

件
と
同
一
の
も
の
に
な
る
も
の
で
は
な

い
こ
と

　
と
い
っ
た
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
次
は
、
平
成
30
年
6
月
に
最
高
裁

判
決
の
あ
っ
た
長
澤
運
輸
事
件
で
す
。

　

内
容
は
割
愛
し
ま
す
が
、
本
判
決
で
は
、

次
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
賃
金
の
総
額
を
比
較
す
る
こ
と
の
み
に

　
よ
る
の
で
は
な
く
、
当
該
賃
金
項
目
の

　
趣
旨
を
個
別
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
こ
と

●
定
年
退
職
後
に
再
雇
用
さ
れ
た
者
で
あ

　
る
こ
と
は
、「
そ
の
他
の
事
情
」
と
し
て

　
考
慮
さ
れ
る
事
情
に
当
た
る
こ
と

●
労
使
交
渉
の
経
緯
を
考
慮
す
る
こ
と

　

昨
年
10
月
の
最
高
裁
判
例
も
概
要
を
掲

載
い
た
し
ま
す
の
で
、
待
遇
の
見
直
し
の
参

考
と
し
て
く
だ
さ
い
。
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パ
ー
ト
タ
イ
ム
・

有
期
雇
用
労
働
法
に

つ
い
て

労
働
者
に
対
す
る
待
遇
に

関
す
る
説
明
義
務
の
強
化

　

雇
い
入
れ
時
、
有
期
雇
用
労
働
者
に
つ
い

て
、
本
人
に
対
す
る
雇
用
管
理
上
の
措
置
の

内
容
に
つ
い
て
の
説
明
義
務
が
創
設
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
で

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
規
定
さ
れ
て
い
る

内
容
を
、
有
期
雇
用
労
働
者
に
も
対
象
を

拡
大
し
た
も
の
で
す
。「
雇
い
入
れ
時
」
と

は
、
初
め
て
雇
い
入
れ
る
と
き
だ
け
で
な
く
、

労
働
契
約
を
更
新
す
る
時
も
「
雇
入
れ
時
」

に
あ
た
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
特
に
有
期
雇

用
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
契
約
更
新
が
あ
る

と
、
そ
の
都
度
説
明
義
務
が
生
じ
る
も
の
で

す
。

　

例
え
ば
、

●
賃
金
制
度
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か

●
ど
の
よ
う
な
教
育
訓
練
が
あ
る
か

●
ど
の
福
利
厚
生
施
設
が
利
用
で
き
る
か

●
ど
の
よ
う
な
正
社
員
転
換
推
進
措
置
が

　
あ
る
か

　

な
ど
に
つ
い
て
、
事
業
主
は
説
明
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
・
有
期
雇
用
労
働

者
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
場
合
、
正
社
員
と
の

待
遇
差
の
内
容
や
理
由
等
に
関
す
る
説
明

義
務
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
今
回
の

法
改
正
に
よ
る
新
し
い
内
容
で
あ
り
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
・
有
期
雇
用
労
働
者
に
新

た
に
適
用
さ
れ
る
ほ
か
、
派
遣
労
働
者
に
も

同
様
の
義
務
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
正
社

員
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
・
有
期
雇
用
労

働
者
と
の
間
に
待
遇
差
が
あ
る
場
合
、
ど
の

よ
う
な
待
遇
差
が
あ
る
の
か
、
ま
た
、
な
ぜ

そ
の
よ
う
な
待
遇
差
が
生
じ
て
い
る
の
か
に

つ
い
て
、
労
働
者
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
事
業
主
は
説
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　
こ
の
改
正
の
趣
旨
は
、
労
働
者
が
自
ら
の

待
遇
に
つ
い
て
納
得
性
の
向
上
を
図
る
こ
と

と
と
も
に
、
事
業
主
し
か
知
り
得
な
い
情
報

が
あ
る
た
め
に
、
労
使
の
話
し
合
い
に
支
障

が
生
じ
た
り
、
労
働
者
が
訴
訟
で
争
う
こ
と

を
断
念
し
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

待
遇
差
の
説
明
を
行
う
際
の
比
較
対
象

は
、
同
一
の
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る
「
通
常

の
労
働
者
」
の
う
ち
、
そ
の
職
務
の
内
容
、

職
務
の
内
容
・
配
置
の
変
更
範
囲
等
が
、パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
職

務
の
内
容
、
職
務
の
内
容
・
配
置
の
変
更

範
囲
等
に
最
も
近
い
と
事
業
主
が
判
断
す
る

者
と
な
り
ま
す
。

　

今
般
の
均
衡
待
遇
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て

の
正
社
員
と
の
間
で
均
衡
待
遇
を
確
保
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
待
遇
差
の
内
容
・

理
由
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に

つ
い
て
は
、
正
社
員
の
う
ち
、
職
務
の
内
容

等
が
最
も
近
い
と
事
業
主
が
判
断
す
る
労
働

者
を
選
定
し
て
、そ
の
労
働
者
と
の
比
較
で
、

待
遇
差
の
内
容
と
そ
の
理
由
を
説
明
し
ま

す
。
事
業
主
は
、
待
遇
の
相
違
の
内
容
及
び

理
由
の
説
明
に
当
た
っ
て
、
比
較
対
象
と
し

て
選
定
し
た
正
社
員
と
、
そ
の
選
定
の
理
由

に
つ
い
て
も
、
説
明
を
求
め
た
短
時
間
・
有

期
雇
用
労
働
者
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
こ
の
比
較
対
象
の
労
働
者
を
選
定
す
る
際

の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、

①「
職
務
の
内
容
」お
よ
び「
職
務
の
内
容・

配
置
の
変
更
の
範
囲
」
が
同
一
で
あ
る

正
社
員

②「
職
務
の
内
容
」は
同
一
で
あ
る
が
、「
職

務
の
内
容
・
配
置
の
変
更
の
範
囲
」
は

同
一
で
な
い
正
社
員

③
「
職
務
の
内
容
」
の
う
ち
、「
業
務
の
内

容
」、「
責
任
の
程
度
」
の
い
ず
れ
か
が

同
一
で
あ
る
正
社
員

④
「
職
務
の
内
容
・
配
置
の
変
更
の
範
囲
」

が
同
一
で
あ
る
正
社
員

⑤
「
職
務
の
内
容
」、「
職
務
の
内
容
・
配

置
の
変
更
の
範
囲
」
の
い
ず
れ
も
同
一

で
な
い
正
社
員

の
順
に
「
近
い
」
と
判
断
す
る
こ
と
が
基
本

と
な
り
ま
す
。

　

説
明
す
べ
き
内
容
の
一つ
目
は
、
待
遇
の
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特　集 ビルメンテナンス業の同一労働同一賃金

相
違
の
内
容
に
つ
い
て
で
す
。

　

正
社
員
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
・
有
期

雇
用
労
働
者
と
の
間
に
待
遇
差
が
あ
る
場
合

に
は
、

１　
比
較
対
象
と
な
る
通
常
の
労
働
者
と

の
間
で
、
待
遇
の
決
定
基
準
に
違
い
が

あ
る
か
ど
う
か

２　
比
較
対
象
と
な
る
通
常
の
労
働
者
と

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
・
有
期
雇
用
労

働
者
の
待
遇
の
個
別
具
体
的
な
内
容
、

ま
た
は
、
待
遇
の
決
定
基
準

　

こ
の
２
つ
に
つ
い
て
、
説
明
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

説
明
す
べ
き
内
容
の
二
つ
目
は
、
待
遇
の

相
違
の
理
由
に
つ
い
て
で
す
。

　

事
業
主
は
、
待
遇
差
の
理
由
と
し
て
、
①

職
務
内
容
、
②
職
務
内
容
・
配
置
の
変
更

の
範
囲
、
③
そ
の
他
の
事
情
の
う
ち
、
個
々

の
待
遇
の
性
質
・
目
的
に
照
ら
し
て
適
切
と

認
め
ら
れ
る
も
の
に
基
づ
い
て
、
説
明
を
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

単
に
「
パ
ー
ト
だ
か
ら
」「
役
割
・
期
待

が
異
な
る
か
ら
」
と
い
う
説
明
で
は
、
十
分

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

待
遇
の
基
準
が
同
じ
で
あ
れ
ば
、
同
じ
基

準
の
も
と
で
違
い
が
生
じ
て
い
る
理
由
を
説

明
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

待
遇
の
基
準
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
職
務
内
容
、
職

務
内
容
・
配
置
の
変
更
の
範
囲
、
そ
の
他
の

事
情
に
照
ら
し
て
説
明
す
る
と
と
も
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
基
準
を
、
正
社
員
、
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
者
・
有
期
雇
用
労
働
者
に
ど
の
よ
う

に
適
用
し
て
い
る
か
を
説
明
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

待
遇
差
の
説
明
に
当
た
っ
て
は
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
者
や
有
期
雇
用
労
働
者
が
説

明
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

資
料
を
活
用
し
な
が
ら
口
頭
で
説
明
す
る
こ

と
を
基
本
と
し
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
説
明
す
べ
き
事
項
を
全
て
文
書

で
記
載
し
た
資
料
で
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
・
有
期
雇
用
労
働
者
が
容
易
に
理
解
で

き
る
も
の
を
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
資

料
を
交
付
す
る
と
い
っ
た
方
法
で
も
問
題
あ

り
ま
せ
ん
。

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
き

（
行
政
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
の
整
備

　

行
政
に
よ
る
事
業
主
へ
の
助
言
・
指
導
等

や
行
政
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
い
わ
れ
る
裁
判
外
紛
争

解
決
手
続
の
規
定
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
や
労
働
者
派
遣
法

に
は
行
政
指
導
の
根
拠
規
定
が
あ
り
ま
す

が
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
に
有
期
雇
用
労

働
者
も
対
象
に
含
め
る
こ
と
と
な
り
、
行
政

指
導
の
根
拠
規
定
を
、
有
期
雇
用
労
働
者

に
も
適
用
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
で
規
定
さ

れ
て
い
る
、
労
働
局
長
に
よ
る
紛
争
解
決
援

助
、
調
停
会
議
に
よ
る
調
停
制
度
と
い
っ
た
、

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
に
つ
い
て
、
有
期
雇

用
労
働
者
、
派
遣
労
働
者
に
も
適
用
さ
れ

ま
し
た
。

　
こ
の
紛
争
解
決
援
助
、
調
停
と
い
っ
た
制

度
は
、
労
働
者
、
事
業
主
双
方
か
ら
利
用

を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
、
裁
判
よ
り

も
簡
易
・
迅
速
に
労
使
間
の
紛
争
を
解
決

す
る
手
段
と
し
て
活
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　

企
業
名
や
内
容
に
つ
い
て
は
非
公
表
で
あ

り
、
調
停
会
議
で
の
調
停
案
は
、
当
事
者

双
方
が
受
諾
し
た
合
意
は
民
法
上
の
和
解

契
約
と
な
り
ま
す
。

　

事
業
主
の
ほ
う
か
ら
、
労
働
者
と
の
間
の

紛
争
を
円
満
に
解
決
す
る
た
め
に
申
請
す
る

例
も
少
な
く
な
く
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
ひ
と

つ
と
し
て
活
用
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
れ
ま
で
は
対
象
と
な
っ
て
い
な

か
っ
た
、
均
衡
待
遇
規
定
や
、
正
社
員
と
の

待
遇
差
の
内
容
や
理
由
に
関
す
る
説
明
に
つ

い
て
も
、
こ
の
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の

利
用
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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公益社団法人  東京ビルメンテナンス協会

第110回

理 事 会 報 告（Web会議）
令和３年度 事業計画及び予算を提案！

Photo:菜の花

■日時：令和3年2月2日（火）午後３時～午後３時42分
■理事・監事数　　理事20名、監事3名
■出席者　　　　　理事20名、監事3名
■審議事項

第１号議案　入会の承認について
　　　　　　正会員　フジビルサービス株式会社
第 2 号議案　令和３年度 事業計画について（提案）

第 3 号議案　令和３年度 予算について（提案）
第４号議案　諸規程の改正について
　　　その１　定款の一部改正
　　　その２　慶弔・見舞金等支給基準の一部改正
第５号議案　委員会委員の追加選任について

１　
会
長
あ
い
さ
つ　
佐
々
木
会
長

　

昨
年
末
か
ら
の
急
激
な
感
染
拡
大
に
よ
り
1
月
7
日

に
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
た
た
め
、本
日
も
リ
モ
ー

ト
理
事
会
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
一
堂
に
会
し
、
顔

が
見
え
る
理
事
会
が
一
番
良
い
が
、
こ
の
よ
う
な
時
期

な
の
で
、
や
む
を
得
な
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。

　

東
京
都
の
感
染
状
況
に
つ
い
て
、
新
規
感
染
者
数
は

ピ
ー
ク
を
過
ぎ
、
や
や
収
ま
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
も

見
え
る
が
、
重
症
者
数
の
増
加
に
よ
っ
て
医
療
現
場
が

大
変
な
状
況
と
な
っ
て
お
り
、
死
亡
者
数
も
増
え
続
け
、

入
院
で
き
な
い
自
宅
療
養
者
が
病
状
急
変
で
亡
く
な
る

と
い
う
悲
惨
な
例
も
増
え
て
い
る
。

　

感
染
症
法
の
改
正
の
審
議
に
つ
い
て
は
、大
体
固
ま
っ

て
き
て
い
る
が
、
速
や
か
に
有
効
な
対
策
を
打
ち
出
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

　

ま
た
、
今
、
治
験
が
進
め
ら
れ
て
い
る
ワ
ク
チ
ン
に

つ
い
て
、
早
く
承
認
さ
れ
れ
ば
、
国
民
の
心
理
的
負
担

度
が
減
る
。
安
全
性
が
担
保
さ
れ
た
上
で
早
急
に
結
論

が
出
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。

　

本
日
の
議
案
は
第
1
号
議
案
か
ら
第
5
号
議
案
ま
で

で
あ
る
が
、
定
款
改
正
や
令
和
3
年
度
事
業
計
画
・
予

算
も
あ
る
の
で
、
6
月
の
総
会
に
向
け
、
し
っ
か
り
と

議
論
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

２　
審
議
事
項

第
１
号
議
案　
入
会
の
承
認
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
村
総
務
委
員
長

　
正
会
員　
フ
ジ
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

　

標
記
会
社
の
入
会
承
認
の
提
案
が
あ
り
、
全
会
一

致
で
承
認
さ
れ
た
。

■
提
案
説
明

　

フ
ジ
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
は
、
平
成
31
年
に

建
設
会
社
の
フ
ジ
パ
ス
ク
の
子
会
社
と
し
て
設
立
さ

れ
、
ホ
テ
ル
の
ベ
ッ
ド
メ
ー
ク
や
外
国
人
材
の
紹
介

等
を
中
心
に
事
業
を
展
開
し
て
い
る
。
申
告
売
上
高

に
つ
い
て
、
前
期
は
少
額
と
な
っ
て
い
る
が
、
今
期

は
受
注
先
も
増
え
、
今
後
も
提
携
先
の
拡
大
に
よ
り

売
上
が
増
え
る
予
定
で
あ
り
、
事
業
発
展
や
従
業
員

教
育
の
強
化
等
を
目
的
に
入
会
を
希
望
し
て
い
る
。

推
薦
会
社
は
、
株
式
会
社
信
陽
で
あ
る
。
資
料
を
精

査
し
、
入
会
に
問
題
な
し
と
判
断
し
た
。

第
２
号
議
案　
　

令
和
３
年
度 

事
業
計
画
に
つ
い
て
（
提
案
）　

鷲
見
事
務
局
長

　

事
業
計
画
と
予
算
に
つ
い
て
は
、
理
事
の
意
見
を

踏
ま
え
、
3
月
の
理
事
会
で
承
認
に
つ
い
て
諮
る
と

の
説
明
が
あ
っ
た
。

■
提
案
説
明

①
新
規
事
業
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清
掃
ロ
ボ
ッ
ト
の
活
用
調
査
な
ど
、
4
事
業
が

終
了
し
た
。

第
3
号
議
案　

令
和
３
年
度 

予
算
に
つ
い
て
（
提
案
）　

安
達
財
務
委
員
長

■
提
案
説
明

　

今
回
の
予
算
案
は
、「
令
和
３
年
度
予
算
編
成
方
針
」

に
基
づ
き
、
各
委
員
会
が
積
算
し
た
予
算
案
な
ど
を

集
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
３
号
議
案
︲
1
「
令
和
3
年
度
予
算
案
（
収
支
計

算
書
ベ
ー
ス
）
」

　
「
Ⅰ
事
業
活
動
収
支
の
部
」の
事
業
活
動
収
入
で
は
、

そ
の
半
分
強
を
占
め
る
会
費
収
入
1
億
７
５
０
９
万

円
を
計
上
し
て
い
る
。
前
年
比
15
％
の
増
加
と
な
っ

て
い
る
が
、
令
和
2
年
度
予
算
は
第
１
四
半
期
に
会

費
の
半
額
減
免
の
補
正
を
行
っ
た
こ
と
が
主
な
要
因

で
あ
る
。

　

事
業
収
入
に
つ
い
て
、
①
建
築
物
の
環
境
衛
生
の

向
上
に
関
す
る
事
業
収
入
で
あ
る
が
、
２
年
度
予
算

比
93
万
円
の
増
加
、
②
犯
罪
の
防
止
・
治
安
の
維
持
、

災
害
の
防
止
に
関
す
る
事
業
収
入
で
は
２
３
０
万
円

の
増
加
、
③
建
築
設
備
機
器
の
事
故
の
防
止
に
関
す

る
事
業
収
入
は
１
５
８
万
円
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

①
～
③
は
令
和
２
年
度
と
同
様
に
感
染
症
対
策
の
た

め
講
習
会
を
定
員
の
70
％
と
を
見
込
ん
で
い
る
が
、

コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
中
止
に
し
て
い
た
講
習
会
を
、
例

年
並
み
の
実
施
回
数
と
し
て
い
る
た
め
、
研
修
事
業

収
入
が
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

　

④
普
及
啓
発
・
活
用
の
事
業
収
入
は
、
ビ
ル
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
フ
ェ
ア
開
催
年
度
に
当
た
り
、
出
展
料
収

入
が
あ
る
た
め
、
１
６
６
３
万
円
の
増
加
と
な
っ
て

い
る
。
⑤
収
益
等
そ
の
他
の
事
業
収
入
は
、
令
和
2

年
度
中
止
し
た
厚
生
事
業
の
実
施
、
全
国
協
会
へ
の

貸
室
の
増
加
に
よ
り
、
３
６
２
万
円
の
増
加
と
な
っ

て
い
る
。

　

雑
収
入
は
、
ビ
ル
メ
ン
事
業
共
同
企
業
体
か
ら
の

人
件
費
の
戻
り
を
見
込
ん
で
お
り
、
４
３
４
万
円
の

増
加
と
な
っ
て
い
る
。

　

雑
収
入
を
加
え
た
事
業
活
動
収
入
の
合
計
は
、

3
億
１
６
８
４
万
円
、
前
年
度
比
５
２
４
０
万
円
の

プ
ラ
ス
、
増
減
率
は
１
１
９
・
8
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

事
業
活
動
支
出
で
は
、
①
建
築
物
の
環
境
衛
生
の

向
上
に
関
す
る
事
業
費
は
３
４
２
万
円
の
増
加
、
②

犯
罪
の
防
止
・
治
安
の
維
持
、
災
害
の
防
止
に
関
す

る
事
業
費
は
４
７
７
万
円
の
増
加
、
③
建
築
設
備
機

器
の
事
故
の
防
止
に
関
す
る
事
業
費
は
１
３
５
万
円

の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。
①
～
③
が
前
年
度
に
比
べ

増
加
し
た
理
由
は
、
講
習
会
等
の
例
年
並
み
の
実
施

と
、
委
員
会
出
席
の
謝
金
を
新
規
計
上
し
た
こ
と
に

よ
る
。

　

④
普
及
啓
発
・
活
用
の
事
業
費
は
２
４
９
４
万
円

の
増
加
と
な
っ
て
い
る
が
、
主
な
理
由
は
、
ビ
ル
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
フ
ェ
ア
開
催
費
の
計
上
で
あ
る
。
な
お
、

広
報
誌
の
発
行
回
数
に
つ
い
て
検
討
が
進
め
ら
れ
て

い
る
が
、
例
年
ど
お
り
年
11
回
の
発
行
と
し
て
計
上

し
て
い
る
。

　

⑤
収
益
等
そ
の
他
の
事
業
費
は
３
７
３
２
万
円
と

大
き
な
増
加
に
な
っ
て
い
る
が
、
主
な
理
由
は
、
修

繕
計
画
に
よ
る
会
館
ト
イ
レ
の
修
繕
工
事
費
の
計
上
、

例
年
ど
お
り
優
良
従
業
員
表
彰
式
の
開
催
費
の
計
上
、

オ
リ
・
パ
ラ
事
業
報
告
会
等
の
実
施
費
用
を
計
上
し

て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　

管
理
費
の
合
計
は
２
０
６
万
円
の
増
加
と
な
っ
て

い
る
が
、
増
加
要
因
は
、
専
務
理
事
の
役
員
報
酬
の

計
上
、
例
年
ど
お
り
総
会
を
開
催
す
る
た
め
の
総
会

開
催
費
の
増
加
、
貸
室
料
、
講
習
会
消
費
税
増
加
に

　

コ
ロ
ナ
対
策
と
し
て
、
協
会
の
知
見
や
技
術
を
活

か
し
て
会
員
を
支
援
す
る
事
業
で
は
、
建
築
物
衛
生

管
理
委
員
会
の
事
業
と
し
て
、
ウ
イ
ル
ス
や
汚
れ
に

お
け
る
清
掃
状
況
の
「
見
え
る
化
」
に
関
す
る
調
査

研
究
、
建
築
物
施
設
保
全
委
員
会
の
事
業
と
し
て
、

ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
に
向
け
た
ビ
ル
管
理
の
取
組
に
関

す
る
調
査
研
究
を
行
う
。

　

障
が
い
者
等
自
立
支
援
委
員
会
の
事
業
で
は
、
Ｄ

Ｖ
Ｄ
「
障
が
い
者
雇
用
の
現
場
」
の
作
成
を
進
め
る
。

　

経
営
研
究
委
員
会
の
事
業
で
は
、
要
望
活
動
に
資

す
る
た
め
、
会
員
各
社
の
障
害
者
雇
用
率
等
の
業
界

概
括
調
査
を
実
施
す
る
。

　

厚
生
委
員
会
の
事
業
で
は
、
三
密
の
回
避
の
た
め

バ
ス
旅
行
や
屋
形
船
を
や
め
、
上
野
動
物
園
の
招
待

券
や
観
劇
な
ど
の
事
業
に
シ
フ
ト
す
る
。

　

広
報
委
員
会
の
事
業
で
は
、
再
来
年
度
の
60
周
年

記
念
事
業
の
記
念
誌
編
纂
の
準
備
に
入
る
。

②
隔
年
開
催
の
事
業

　

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
フ
ェ
ア
２
０
２
１
を
6
月
に

開
催
す
る
。
現
在
、
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、
賛
助
会

員
と
の
連
携
も
図
っ
て
準
備
を
進
め
て
い
る
。

　

今
年
は
役
員
・
委
員
の
改
選
の
年
で
あ
り
、
秋
に

役
員
・
委
員
の
集
い
を
開
催
す
る
。

③
事
業
の
拡
大

　

令
和
３
年
度
は
、
講
習
会
の
開
催
回
数
を
基
本
的

に
例
年
並
み
と
す
る
が
、
コ
ロ
ナ
対
策
で
定
員
を
減

ら
し
て
い
る
現
任
警
備
員
教
育
１
号
の
開
催
回
数
は

増
や
す
。

④
事
業
の
縮
小

　

現
任
警
備
員
教
育
２
号
（
交
通
誘
導
）
は
受
講
者

が
少
な
い
の
で
、
開
催
回
数
を
減
ら
す
。

　

ゴ
ル
フ
大
会
春
季
開
催
は
難
し
い
の
で
、
秋
季
に

１
回
開
催
す
る
。

⑤
事
業
の
終
了
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よ
る
租
税
公
課
の
増
加
で
あ
る
。
減
少
要
因
は
、
定

年
退
職
予
定
職
員
が
い
な
い
た
め
、
退
職
金
給
付
の
非

計
上
と
、
印
刷
製
本
費
を
コ
ピ
ー
機
等
使
用
の
実
績
に

合
わ
せ
て
削
減
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

　

事
業
活
動
収
入
か
ら
管
理
費
及
び
①
～
⑤
の
事
業

費
を
差
し
引
い
た
事
業
活
動
収
支
差
額
に
つ
い
て
、

令
和
３
年
度
予
算
案
は
４
５
３
５
万
円
の
マ
イ
ナ
ス

と
な
っ
て
い
る
。

　
「
Ⅱ
投
資
活
動
収
支
の
部
」
で
は
、
修
繕
積
立
預

金
の
取
崩
し
が
２
８
４
０
万
円
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
支

援
積
立
預
金
の
取
崩
し
が
２
５
０
０
万
円
、
ビ
ル

メ
ン
事
業
共
同
企
業
体
か
ら
の
出
資
金
の
戻
り
が

５
０
０
万
円
で
あ
る
。
支
出
は
、
修
繕
積
立
預
金
は

３
０
０
０
万
円
、
退
職
給
与
引
当
預
金
は
３
３
０
万

円
を
積
み
増
し
、
投
資
活
動
収
支
差
額
は
プ
ラ
ス
の

２
５
１
０
万
円
と
な
る
。

　

当
期
収
支
差
額
は
マ
イ
ナ
ス
２
０
２
４
万
円
と
な

り
、
２
年
度
か
ら
の
繰
越
額
を
1
億
２
５
３
１
万
円

と
見
込
ん
で
、
４
年
度
へ
の
次
期
繰
越
収
支
差
額
の

予
算
案
は
1
億
５
０
６
万
円
と
な
る
。

　

資
金
ベ
ー
ス
の
予
算
を
正
味
財
産
増
減
計
算
書

ベ
ー
ス
組
み
替
え
た
予
算
で
あ
る
。

第
３
号
議
案
︲
2
「
令
和
３
年
度
予
算
（
正
味
財
産

増
減
計
算
書
ベ
ー
ス
）
」

　

資
金
ベ
ー
ス
の
予
算
を
正
味
財
産
増
減
計
算
書

ベ
ー
ス
組
み
替
え
た
正
式
な
予
算
案
で
あ
り
、
正
味

財
産
期
末
残
高
は
10
億
１
１
０
６
万
円
と
な
る
見
込

み
で
あ
る
。

　
第
3
号
議
案
︲
3
「
令
和
3
年
度
予
算
正
味
財
産

増
減
計
算
書
内
訳
表
」

　

公
１
か
ら
公
４
ま
で
の
「
評
価
損
益
等
調
整
前
当

期
経
常
増
減
額
」
及
び
会
費
等
の
「
公
益
目
的
事
業

共
通
」
を
加
え
た
「
公
益
目
的
事
業
計
」
が
マ
イ
ナ

ス
と
な
っ
て
お
り
、
収
支
相
償
の
基
準
を
満
た
し
て

い
る
。

　

公
益
目
的
事
業
計
の
比
率
は
62
％
で
、
公
益
事
業

比
率
50
％
以
上
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
。

　

遊
休
財
産
保
有
限
度
額
は
、
現
時
点
で
は
算
出
で

き
な
い
が
、令
和
３
年
度
は
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
フ
ェ

ア
の
開
催
に
よ
り
公
益
目
的
事
業
費
の
総
額
が
増
加

に
よ
り
遊
休
財
産
保
有
限
度
額
が
大
幅
に
増
加
す
る

一
方
で
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
事
業
報
告
会
等
の
実
施
に

よ
り
遊
休
財
産
額
が
減
少
す
る
た
め
、
令
和
３
年
度

末
の
遊
休
財
産
保
有
率
は
基
準
の
１
０
０
％
を
大
き

く
下
回
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
る
。

　

以
上
か
ら
、
令
和
3
年
度
予
算
は
公
益
法
人
の
財

務
基
準
を
満
た
し
て
い
る
。

第
４
号
議
案　
諸
規
程
の
改
正
に
つ
い
て　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
村
総
務
委
員
長

そ
の
１　
定
款
の
一
部
改
正

そ
の
２　
慶
弔
・
見
舞
金
等
支
給
基
準
の
一
部
改
正

　

定
款
及
び
標
記
基
準
の
一
部
改
正
の
提
案
が
あ
り
、

全
会
一
致
で
承
認
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
第
１
号
議
案

「
定
款
の
一
部
改
正
」
は
、
６
月
３
日
に
開
催
さ
れ
る

第
11
回
定
時
総
会
に
付
議
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

■
提
案
説
明

　

そ
の
1
、
定
款
の
一
部
改
正
で
あ
る
が
、
第
20
条

に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
な
ど
昨
今

の
情
勢
に
鑑
み
、
定
時
総
会
の
決
議
に
お
い
て
、
従

来
の
書
面
に
よ
る
議
決
に
加
え
、電
磁
的
方
法
に
よ
っ

て
も
決
議
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
改
正
で
あ
る
。
第

19
条
に
つ
い
て
は
、
重
複
文
字
と
な
っ
て
い
る
「
各

候
補
者
毎
」
を
「
候
補
者
毎
」
と
改
正
す
る
。

　

そ
の
2
、
慶
弔
・
見
舞
金
等
支
給
基
準
の
一
部
改

正
に
つ
い
て
、
主
な
改
正
は
、
支
給
額
に
幅
が
あ
る

も
の
に
つ
い
て
金
額
を
定
め
た
ほ
か
、
運
用
と
し
て

実
施
し
て
い
た
が
、
明
文
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も

の
を
反
映
す
る
改
正
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
支
給

対
象
の
う
ち
の「
功
労
が
あ
っ
た
者
」を「
功
労
が
あ
っ

た
と
会
長
が
認
め
る
者
」
と
明
確
化
し
、
支
給
事
由

の
う
ち
「
結
婚
祝
金
」、「
そ
の
他
会
長
が
認
め
た
と

き
」
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
実
績
が
な
い
の
で
削

除
す
る
。「
叙
勲
、
褒
章
、
表
彰
等
」
で
は
、
現
在
の

運
用
に
従
い
、
表
彰
等
の
種
類
に
よ
り
、
支
給
金
額

を
明
記
す
る
。「
弔
慰
金
」
で
は
、
配
偶
者
へ
の
支
給

を
「
会
員
会
社
の
代
表
者
」
及
び
「
本
協
会
の
役
員
」

に
限
定
す
る
と
と
も
に
、「
本
協
会
の
役
員
経
験
者
」

に
つ
い
て
は
、
退
任
後
の
年
数
に
関
わ
り
な
く
「
一

律
３
万
円
及
び
供
花
」
と
変
更
す
る
。「
本
協
会
の
委

員
」
の
弔
慰
金
及
び
入
院
見
舞
金
に
つ
い
て
は
、
現

在
の
運
用
に
従
い
1
万
円
と
定
め
る
。

第
５
号
議
案　
委
員
会
委
員
の
追
加
選
任
に
つ
い
て

　
鷲
見
事
務
局
長

　

委
員
会
委
員
の
追
加
選
任
の
提
案
が
あ
り
、
全
会

一
致
で
承
認
さ
れ
た
。

■
提
案
説
明

　

建
築
物
衛
生
管
理
委
員
会
委
員
に
つ
い
て
、(

株)

小
田
急
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
か
ら
2
名
の
推
薦
が
あ
っ
た
の

で
、
同
委
員
会
の
委
員
と
し
て
承
認
い
た
だ
き
た
い
。
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■第 110回理事会

３　
報
告
事
項

⑴　
会
長
報
告　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
会
長

ア　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る

緊
急
事
態
宣
言
へ
の
対
応
に
つ
い
て

①
各
講
習
会
の
対
応　
　

　

昨
年
か
ら
、
講
習
会
の
う
ち
必
要
不
可
欠
の
も
の

に
つ
い
て
は
、
安
全
第
一
と
い
う
こ
と
で
、
感
染
対

策
を
十
分
に
確
保
し
た
上
で
実
施
し
て
き
た
。
今
回

の
緊
急
事
態
宣
言
の
下
で
、
2
月
7
日
ま
で
の
間
に

中
止
す
る
講
習
会
を
会
員
各
位
に
案
内
し
た
。

②
東
京
都
へ
の
要
望
書
提
出

　

東
京
都
立
広
尾
病
院
や
公
社
荏
原
病
院
等
が
コ
ロ

ナ
専
門
病
院
化
す
る
こ
と
に
な
り
、
今
回
の
3
病
院

だ
け
で
は
な
く
、
今
後
も
こ
の
よ
う
な
施
設
が
増
え

る
可
能
性
も
考
慮
し
、
当
該
施
設
の
ビ
ル
メ
ン
従
事

者
や
事
業
者
に
対
し
て
の
特
別
な
補
償
等
に
つ
い
て

要
望
し
た
。
な
お
、
東
京
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
政
治

連
盟
か
ら
も
同
一
内
容
で
、
都
議
会
自
民
党
の
ビ
ル

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
振
興
政
策
研
究
会
に
要
望
し
た
。

⑵　
全
国
協
会
報
告　
　
佐
々
木
東
京
地
区
本
部
長

ア　
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
議
員
連
盟
に
対
す
る

要
望
書
の
回
答

　

全
国
協
会
と
全
政
連
が
昨
年
末
に
共
同
で
ビ
ル
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
議
員
連
盟
に
提
出
し
た
要
望
書
に
対
す

る
回
答
書
及
び
先
月
改
正
さ
れ
た
「
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
業
務
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
届
い
た
。
要
望
内

容
は
各
都
道
府
県
協
会
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
基
に

作
成
し
た
も
の
で
、
議
員
連
盟
を
通
し
て
各
関
係
省

庁
か
ら
回
答
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

回
答
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
、
官
公
庁

施
設
の
適
正
な
維
持
管
理
、
社
会
保
険
の
適
用
拡
大

に
伴
う
支
援
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
東

京
協
会
や
東
京
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
政
治
連
盟
が
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
対
策
と
し
て
追
加
し
た

要
望
に
つ
い
て
は
、
令
和
2
年
12
月
25
日
に
医
療
従

事
者
の
処
遇
改
善
等
を
目
的
に
創
設
さ
れ
た
補
助
金

に
対
し
、看
護
師
等
の
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
、消
毒
・

清
掃
・
リ
ネ
ン
交
換
等
の
委
託
料
に
活
用
が
可
能
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

厚
労
省
の
医
薬
・
生
活
衛
生
局
生
活
衛
生
課
が
作
成

し
て
い
る
Ｑ
＆
Ａ
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

患
者
が
入
院
す
る
医
療
機
関
で
の
清
掃
作
業
従
事
者

１
人
当
た
り
約
２
万
円
の
追
加
費
用
が
発
生
す
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

イ　
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
務
に
係
る
発
注
関
係

事
務
の
運
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
正

　

品
確
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
厚
労
省
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の
改
正
が
あ
っ
た
。
主
な
改
正
ポ
イ
ン
ト
は

①
発
注
者
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
い
た
運
用
の
実

施
を
定
期
的
に
調
査
し
、
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
が

付
け
加
わ
っ
た
こ
と
、
②
エ
コ
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
や
イ

ン
ス
ペ
ク
タ
ー
の
配
置
等
が
入
札
時
の
加
点
要
素
と

な
る
こ
と
、
③
年
度
途
中
で
の
最
低
賃
金
の
改
定
に

伴
う
単
価
の
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
、
の
3
点
で

あ
る
。

　

な
お
、全
国
協
会
が
集
合
研
修
で
行
っ
て
い
た
「
発

注
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
普
及
セ
ミ
ナ
ー
」
は
、
テ
レ
ビ
会

議
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
開
催
方
法
に
変
更
し
、
2

月
25
日
に
開
催
す
る
予
定
で
あ
る
。
今
後
も
厚
労
省

と
協
力
し
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
活
用
促
進
を
図
っ
て
ま

い
り
た
い
。

⑶　
委
員
会
報
告

ア　
労
務
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
島
田
委
員
長

　

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
の
「
同
一
労
働
同
一
賃

金
」
オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催　

　

３
月
５
日
に
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
の
「
同
一
労

働
同
一
賃
金
」
に
つ
い
て
の
オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー

を
開
催
す
る
。「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
制
度
は
、
令

和
２
年
４
月
に
大
企
業
で
導
入
さ
れ
、
令
和
3
年
4

月
か
ら
は
中
小
企
業
で
も
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。
特
に
当
業
界
の
雇
用
形
態
は
、
パ
ー
ト
タ

イ
マ
ー
等
の
構
成
比
率
も
高
い
た
め
、「
同
一
労
働
同

一
賃
金
」
の
法
律
を
解
説
す
る
こ
と
は
、
時
期
的
に

も
皆
様
か
ら
の
要
望
に
応
え
る
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い

る
。

　

講
師
は
、
東
京
労
働
局
の
担
当
者
と
、
当
協
会
の

森
井
理
事
に
お
願
い
す
る
。
ま
た
、
こ
の
セ
ミ
ナ
ー

に
合
わ
せ
て
、
同
じ
テ
ー
マ
で
、
業
界
関
係
者
に
も

分
か
り
や
す
い
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
を
予
定
し
、

会
員
に
配
付
す
る
予
定
で
あ
る
。

イ　
建
築
物
衛
生
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
口
委
員
長

 

「
ま
ぜ
る
な
危
険
！
洗
剤
・
消
毒
剤
の
事
故
例
か
ら

学
ぶ
」
オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

　

3
月
10
日
に
清
掃
現
場
に
お
け
る
洗
剤
・
消
毒
剤

の
混
合
ミ
ス
に
よ
る
事
故
防
止
を
目
的
と
し
た
オ
ン
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■第 110回理事会

ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
す
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
の
発

生
に
よ
り
消
毒
剤
が
広
く
普
及
し
た
が
、
特
に
建
築

物
の
清
掃
現
場
で
は
消
毒
剤
に
加
え
様
々
な
洗
剤
を

取
り
扱
っ
て
お
り
、
製
品
同
士
の
混
合
ミ
ス
に
よ
っ

て
塩
素
ガ
ス
が
発
生
し
た
な
ど
の
事
故
事
例
が
報
告

さ
れ
て
い
る
。

　

講
師
に
は
、
㈱
リ
ン
レ
イ
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
総
合

研
究
所
所
長
で
あ
る
八
木
氏
と
、
当
委
員
会
委
員
の

鈴
木
氏
を
お
招
き
し
、
洗
剤
・
消
毒
剤
の
正
し
い
取

扱
い
方
や
清
掃
現
場
に
て
実
際
に
起
こ
っ
た
事
故
例

を
参
考
に
、
改
め
て
「
ま
ぜ
る
な
危
険
」
に
つ
い
て

考
察
し
て
い
き
た
い
。

ウ　
建
築
物
施
設
保
全
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
井
委
員
長

 

「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
換
気
対
策
」
オ
ン
ラ
イ
ン
セ

ミ
ナ
ー
の
開
催

　

3
月
4
日
に
「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
換
気
対
策
」

を
テ
ー
マ
に
オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
す
る
。

換
気
の
悪
い
密
閉
空
間
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
リ
ス
ク
要
因
の
一
つ
で
あ
り
、
感
染
症
対

策
と
し
て
室
内
の
換
気
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

　

今
回
は
、
空
気
・
空
調
の
専
門
家
で
あ
る
ダ
イ
キ

ン
工
業
㈱
か
ら
社
員
を
講
師
と
し
て
派
遣
し
て
い
た

だ
き
、
換
気
の
基
礎
知
識
及
び
オ
フ
ィ
ス
・
商
業
施

設
の
上
手
な
換
気
方
法
に
つ
い
て
、
最
新
機
器
の
紹

介
を
含
め
な
が
ら
講
演
い
た
だ
く
。

エ　
役
員
候
補
審
査
委
員
会　
　

　
　
　
　

 

竹
田
委
員
長
（
代
理
鷲
見
事
務
局
長
）　
　
　
　
　
　
　
　

　
令
和
３
・
４
年
度 

東
京
協
会
役
員
選
任
及
び
全
国

協
会
代
議
員
選
挙
の
日
程
の
お
知
ら
せ

　

12
月
15
日
に
役
員
立
候
補
者
資
格
等
審
査
委
員
会

が
開
催
さ
れ
、
役
員
選
任
の
日
程
等
が
決
ま
り
、
２

月
２
日
に
全
会
員
に
、
そ
の
内
容
を
お
知
ら
せ
し
た
。

4
月
6
日
が
立
候
補
告
示
で
、
3
月
2
日
か
ら
告
示

前
日
ま
で
の
間
、
立
候
補
書
類
を
お
渡
し
す
る
。

　

立
候
補
受
付
期
間
は
、
4
月
6
日(

火)

か
ら
4
月

12
日
（
月
）
ま
で
で
、
翌
日
の
13
日(

火)

に
役
員

候
補
審
査
委
員
会
を
開
催
し
、
会
員
会
社
の
代
表
権
、

推
薦
会
社
等
の
審
査
を
行
う
。

　

東
京
協
会
役
員
の
立
候
補
定
数
は
理
事
20
名
、
監
事

3
名
で
、
全
国
協
会
代
議
員
の
募
集
定
員
は
、
27
名
で

あ
る
。
な
お
、東
京
協
会
理
事
に
立
候
補
さ
れ
る
方
は
、

全
国
協
会
代
議
員
に
も
立
候
補
し
て
い
た
だ
く
こ
と

が
、
代
議
員
選
挙
規
程
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

東
京
協
会
役
員
の
立
候
補
資
格
は
、
正
会
員
の
代

表
権
を
有
す
る
者
1
名
、
代
表
権
を
持
つ
者
が
複
数

あ
る
場
合
に
も
1
名
だ
け
で
あ
る
。
一
方
、
全
国
協

会
代
議
員
の
立
候
補
資
格
は
、
代
表
権
に
こ
だ
わ
ら

ず
、
正
会
員
か
ら
選
ば
れ
た
者
が
立
候
補
で
き
る
。

　

な
お
、
東
京
協
会
役
員
に
立
候
補
す
る
場
合
、
推

薦
会
員
3
社
が
必
要
で
あ
る
。
立
候
補
者
数
が
定
員

を
超
え
た
場
合
に
は
、
定
時
総
会
で
信
任
投
票
を
行

い
、
信
任
数
が
多
い
順
に
定
員
ま
で
の
者
が
役
員
に

選
任
さ
れ
る
。

　

任
期
は
い
ず
れ
も
2
年
間
で
あ
る
。

　

届
出
の
書
類
は
表
で
示
さ
れ
て
い
る
が
、
東
京
協

会
役
員
の
場
合
は
、
代
表
者
を
確
認
す
る
た
め
商
業

登
記
簿
謄
本
を
お
願
い
し
て
い
る
。

⑷　
事
務
局
報
告　
　
　
　
　
　
　
鷲
見
事
務
局
長

ア　
主
な
出
来
事
（
12
月
、
1
月
）

　

12
月
は
、
役
員
候
補
審
査
委
員
会
が
15
日
に
開
催

さ
れ
、
18
日
に
事
務
局
長
が
千
代
田
区
公
契
約
審
議

会
に
出
席
し
た
。

　

１
月
に
は
、
14
日
に
三
役
会
が
W
e
b
会
議
で
開

催
さ
れ
、
19
日
に
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
改
装
の
工
事
説
明

会
、
23
日
に
駐
車
場
タ
イ
ル
貼
り
工
事
を
行
っ
た
。

イ　
今
後
の
予
定

　

3
月
2
日
（
火
）
が
第
１
１
１
回
理
事
会
で
、
事

業
計
画
と
予
算
を
承
認
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
。

　

4
月
6
日
が
第
１
１
２
回
理
事
会
、
5
月
11
日
が

第
１
１
３
回
理
事
会
で
あ
る
が
、
5
月
理
事
会
は
総

会
に
諮
る
、
決
算
、
役
員
立
候
補
者
に
推
薦
候
補
者

を
加
え
た
役
員
選
任
議
案
な
ど
を
承
認
す
る
。

　

6
月
3
日
に
定
時
総
会
。
6
月
7
日
に
優
良
従
業

員
表
彰
式
、
6
月
9
日
か
ら
10
日
に
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
フ
ェ
ア
を
開
催
す
る
。

　

6
月
15
日
の
理
事
会
で
新
し
い
役
員
に
よ
る
新
体

制
で
ス
タ
ー
ト
を
切
る
こ
と
に
な
る
。

ウ　
会
員
数
の
推
移

　

正
会
員
５
１
1
社
、
賛
助
会
員
67
社
。
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情報提供

No.40

一般社団法人資源エネルギー研究
協会は、国がおこなう省エネ相談
の窓口として認定されました。
無料診断からよろず相談をさせて
頂きます、お気軽にお声掛け下さい。

1
・
17	

阪
神
淡
路
大
震
災
か
ら
26
年

1
・
18	

元
徴
用
工
訴
訟
で
の
日
本
資
産
の
現

金
化
は
「
望
ま
し
く
な
い
」
と
韓
国

大
統
領
が
考
え
示
す 

11
・
19	

イ
ベ
ン
ト
中
止
費
用 

2
5
0
0
万
円

上
限
に
支
援
策
導
入
の
方
針

11
・
20	

Ｊ
Ｒ
東
日
本
と
首
都
圏
の
大
手
私
鉄
な

ど
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡

大
に
伴
い
終
電
繰
り
上
げ
を
開
始

1
・
21	

バ
イ
デ
ン
米
新
大
統
領
の
就
任
宣
誓

式
が
厳
戒
態
勢
の
中
で
行
わ
れ
る

1
・
22	

年
金
支
給
額
4
年
ぶ
り
引
き
下
げ　

現
役
世
代
の
賃
金
下
落
を
反
映

1
・
23	

1
千
万
人
の
中
国
武
漢
都
市
封
鎖
か

ら
１
年

1
・
24	

大
相
撲
初
場
所
で
平
幕
の
大
栄
翔
が

初
優
勝　

埼
玉
県
出
身
力
士
で
初

1
・
25	

首
都
圏
の
新
築
マ
ン
シ
ョ
ン
発
売
が

28
年
ぶ
り
に
3
万
戸
割
れ

1
・
26	

大
阪
・
ミ
ナ
ミ
の
3
地
域
が
外
国

人
観
光
客
激
減
で
路
線
価
初
の
減

額
補
正

1
・
27	

英
ア
ス
ト
ラ
ゼ
ネ
カ
が
日
本
で
ワ
ク

チ
ン
最
大
9
千
万
回
分
生
産
へ

1
・
28	
ト
ヨ
タ
自
動
車
が
２
０
２
０
年
の
世

界
販
売
首
位
と
発
表

1
・
29	

第
93
回
選
抜
高
校
野
球
大
会
出
場
32

校
が
決
定

1
・
30	

米
大
リ
ー
グ
の
ヤ
ン
キ
ー
ス
か
ら
フ

リ
ー
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
田
中
将
大
投

手
が
楽
天
入
団
会
見

1
・
31	

東
京
都
千
代
田
区
長
選　

「
都
民
フ

ァ
ー
ス
ト
の
会
」
推
薦
の
樋
口
高
顕

氏
が
初
当
選　

23
区
で
現
役
最
年
少

区
長

2
・
1	

プ
ロ
野
球
の
キ
ャ
ン
プ
が
無
観
客
で

ス
タ
ー
ト

2
・
2	

緊
急
事
態
宣
言
を
延
長
へ　

10
都
府

県
で
3
月
7
日
ま
で

2
・
3	

改
正
コ
ロ
ナ
関
連
法
が
成
立　

13
日

に
施
行
へ

2
・
4	

関
東
で
「
春
一
番
」
統
計
開
始
以
降

で
最
も
早
い
発
表

2
・
6	

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
ク
ー
デ
タ
ー 

国
軍
が

ネ
ッ
ト
遮
断

2
・
7	

競
泳
の
池
江
璃
花
子
選
手
が
復
帰
後

の
自
己
ベ
ス
ト
で
2
位 

2
・
8	

J
R
東
日
本
東
海
道
線
大
船
-藤
沢

間
に
新
駅
設
置
へ　

32
年
ご
ろ
開
業

2
・
9	

兵
庫
県
庁
で
地
下
貯
水
槽
の
バ
ル
ブ

閉
め
忘
れ
に
よ
り
水
道
料
金
が
６
０

０
万
円
余
分
に
か
か
る

2
・
10	

緊
急
事
態
宣
言
の
一
部
先
行
解
除
を

見
送
り
へ　

病
床
逼
迫
を
考
慮

2
・
11	

将
棋
の
藤
井
聡
太
二
冠
が
朝
日
杯
で

２
年
ぶ
り
３
回
目
の
優
勝

2
・
12	

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
組
織
委
員
会
の
森
会
長
が
女
性

蔑
視
発
言
で
辞
意
を
表
明 

2
・
13	

福
島
県
沖
を
震
源
と
す
る
震
度
6
の

地
震　

3
・
11
の
余
震 

●アマゾン、世界最大の再エネ購入法人に
　計 6.5GW の風力・太陽光へ投資
　Amazon は、合計発電容量 3.4GW 規模の風力・太陽光エネルギ
ー新規プロジェクト26 件を発表した。同社が 2020 年に行った再
エネプロジェクトへの投資は合計 35 件、発電容量 4GW 以上となる。
これらの新規プロジェクトにより、史上最大規模の再エネ法人購入
者となったという。
　現在、6.5GW の風力・太陽光プロジェクトへ投資を行っており、
同社事業に対し年間 1800 万 MWh 以上の再エネによる電力供給
が可能。再エネは同社事業所とフルフィルメント・センター（配送セ
ンター）、アマゾン ウェブ サービス（AWS）データセンターへ供給する。
　同社は 2040 年までに、事業全体でネットゼロ・カーボンを実現
するという目標を掲げている。その一環として当初、2030 年まで
に事業の電力を 100％再エネで賄うという目標を掲げていたが、こ
れを 5 年前倒して、2025 年にまでの達成に向け取り組みを進める。

「環境ビジネス」

●家畜ふん尿・ガスを LPG に変換、
　古河電工が新触媒
　古河電気工業は、北海道大学との共同研究により、金属触媒の固定技術を応用
し、家畜のふん尿から得られるバイオガス（主成分は CO2 とメタンガス）を LPG
に変換する技術を開発した。従来、活性が低く短時間しか持続しなかった触媒反
応を大幅に改善した。同社が培ってきたメタルとポリマーの製造・加工技術を用い
て、多孔質材料の内部に数 nm サイズの金属触媒（ニッケルを触媒として利用）を
固定した「ラムネ触媒」を開発した。従来の触媒で課題とされていた耐凝集性・耐
コーキング性を持ち、ふん尿から出るバイオガス（CO2、CH4）を合成ガス（CO、
H2）に変換するドライリフォーミング反応において、理論限界に近い高活性と長
寿命を実現した。合成ガスからは、LPG 合成反応により LP ガスを生産できる。
2023 年までに小型試験機による実証、2030 年の実用化を目指す。「日経 BP 」
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私
は
、
1
9
7
4
年
（
昭
和
49
年
）

に
東
京
急
行
電
鉄
株
式
会
社
（
現
東
急
株

式
会
社
以
下
東
急
と
い
う
）
に
技
術
者
と

し
て
入
社
し
、
設
備
担
当
と
し
て
事
務
所

ビ
ル
、
商
業
施
設
、
ホ
テ
ル
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
自
社
ビ
ル
の
新
築
、
修

繕
な
ら
び
に
改
修
工
事
な
ど
に
携
わ
り
ま

し
た
。

　

そ
の
時
感
じ
た
こ
と
で
す
が
、
ど
ん
な

に
時
間
を
掛
け
て
建
物
を
計
画
し
、
建
設

し
て
も
、
い
ざ
、
使
用
開
始
し
て
み
る
と
、

な
か
な
か
計
画
通
り
に
機
能
し
な
い
事
が

あ
る
と
い
う
事
で
し
た
。
勿
論
、
設
計
事

務
所
は
過
去
の
経
験
、
他
物
件
の
情
報
な

ど
を
総
合
的
に
分
析
し
、
計
画
す
る
の
で

す
が
、
や
は
り
、
建
物
は
一つ
一つ
違
う
ん

だ
な
と
い
う
の
が
、
記
憶
に
残
っ
て
お
り
ま

す
。

　

そ
し
て
、
機
能
し
な
い
事
を
解
決
し
て

行
く
の
で
す
が
、
そ
の
時
、
強
い
味
方
は

管
理
会
社
で
し
た
。
管
理
会
社
か
ら
得
ら

れ
る
現
場
の
情
報
は
、
驚
く
ほ
ど
正
確
で

し
た
が
、
た
だ
残
念
な
の
は
、
多
く
の
場

合
、
私
た
ち
が
課
題
整
理
の
方
向
性
に
つ

い
て
悩
み
、
管
理
会
社
に
疑
問
を
投
げ
か

け
る
と
、
回
答
が
出
て
く
る
と
い
う
状
況

で
、
運
営
管
理
と
の
連
携
の
難
し
さ
を
感

じ
ま
し
た
が
、
管
理
会
社
か
ら
得
ら
れ
る

情
報
は
解
決
に
向
け
て
重
要
な
情
報
も
多

く
、
初
動
の
段
階
か
ら
の
連
携
が
重
要
と

痛
感
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
課
題
解
決
を

通
し
て
得
た
経
験
と
知
識
は
、
そ
の
後
の

建
設
計
画
に
多
い
役
に
立
ち
ま
し
た
。

　

入
社
後
、
20
年
程
経
過
し
、
管
理
職
と

な
り
技
術
職
か
ら
営
業
職
に
異
動
し
、
賃

貸
ビ
ル
の
運
営
を
担
当
す
る
事
に
な
り
ま

し
た
。「
商
業
施
設
」
か
ら
始
ま
り
、
超

高
層
ビ
ル
の
運
営
管
理
な
ど
20
数
年
に
亘

り
現
場
に
常
駐
し
、
運
営
管
理
に
携
り
ま

し
た
。
管
理
会
社
に
勤
務
し
た
こ
と
が
な

い
私
で
す
が
、
建
物
主
か
ら
見
た
運
営
管

理
で
感
じ
た
こ
と
を
、
お
話
し
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

入
社
後
、
私
は
、
仕
事
を
重
ね
て
い
く

中
で
、
色
々
壁
に
ぶ
つ
か
り
、
解
決
し
て

行
く
う
ち
に
「
変
え
て
は
い
け
な
い
事
」
と

「
変
え
て
も
良
い
も
の
」
と
い
う
言
葉
を

よ
く
上
司
か
ら
言
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

当
時
は
解
決
す
る
事
に
思
案
が
先
で
、
禅

問
答
の
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
し
た
。

　

営
業
職
と
な
り
初
め
て
運
営
管
理
を
担

当
す
る
と
、
日
々
起
こ
る
事
案
を
、
ど
の

様
に
解
決
し
て
行
く
か
と
悩
む
内
に
、「
守

る
べ
き
事（
変
え
て
い
け
い
な
い
事
）」と「
変

え
る
べ
き
事
」
と
い
う
言
葉
が
常
に
頭
の
中

に
出
て
く
る
の
で
す
。
開
業
か
ら
15
年
は

経
過
し
て
い
ま
し
た
が
、
開
業
時
の
ス
タ
ッ

フ
の
異
動
等
に
よ
り
情
報
の
蓄
積
は
少
な

く
社
員
か
ら
は
「
今
ま
で
こ
れ
で
や
っ
て
い

た
」、「
前
例
が
な
い
」
な
ど
経
験
か
ら
引

き
出
さ
れ
る
報
告
、
提
案
ば
か
り
で
、
解

決
の
最
善
策
と
感
じ
る
場
面
が
少
な
か
っ

た
か
ら
で
す
。

　

そ
こ
か
ら
私
が
導
き
出
し
た
判
断
基
準

は
「
お
客
様
目
線
で
考
え
る
」
で
し
た
。

会
社
で
す
か
ら
費
用
の
捻
出
、
前
例
が
な

い
事
の
理
由
付
け
な
ど
色
々
課
題
は
あ
り
、

こ
ち
ら
の
都
合
で
動
き
た
い
と
こ
ろ
で
す

が
、
お
客
様
（
テ
ナ
ン
ト
も
含
む
）
は
納

得
す
る
だ
ろ
う
か
、
悩
む
ば
か
り
で
し
た
。

「守るべき事（変えてはいけない事）、
　　　　　　　　そして、変えるべき事」

読 者 投 稿

石山　恭市エネルギー管理士
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一
助
に
な
る
と
考
え
ま
す
。
ま
た
、
オ
ー

ナ
ー
と
管
理
会
社
の
間
に
信
頼
関
係
が
構

築
さ
れ
れ
ば
、建
物
主
の
使
命
で
あ
る
「
収

益
の
最
大
化
」
に
も
管
理
会
社
は
貢
献
で

き
る
と
考
え
ま
す
。

　
で
は
、「
変
え
る
べ
き
事
」
と
は
何
で
し
ょ

う
か
。
日
々
の
管
理
業
務
、
そ
れ
に
付
随

す
る
管
理
業
務
仕
様
書（
契
約
書
も
含
む
）

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
管
理
し
て
い
る
建

物
は
日
々
変
化
し
、
そ
の
変
化
に
対
応
す

る
為
に
追
加
業
務
が
発
生
す
る
筈
で
す
。

契
約
に
無
い
か
ら
と
放
置
す
る
と
、
機
能

低
下
並
び
に
故
障
な
ど
が
発
生
し
、
利
用

者
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
円
滑
な
運
営
管
理

が
崩
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
業
務

委
託
契
約
の
仕
様
書
は
、
業
務
受
託
時
に

管
理
会
社
の
蓄
積
さ
れ
た
経
験
と
知
識
、

そ
し
て
、
同
じ
用
途
、
出
来
れ
ば
同
規
模

の
建
物
を
参
考
に
策
定
し
、
基
本
的
な
考

え
方
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、

実
際
に
使
用
開
始
を
し
て
み
な
い
と
い
け

な
い
こ
と
が
多
岐
に
亘
り
、
こ
の
検
証
は

継
続
し
て
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
業
務

委
託
契
約
は
守
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
も

の
で
す
が
、
絶
対
に
変
え
て
は
い
け
な
い
訳

で
は
無
い
と
考
え
ま
す
。
常
に
先
を
見
据

え
現
状
に
即
し
た
業
務
の
追
加
は
当
然
で

す
。
管
理
業
務
は
日
々
の
建
物
変
化
に
即

し
て
変
わ
っ
て
い
く
べ
き
で
す
。
例
え
ば
、

賃
貸
ビ
ル
で
あ
れ
ば
入
居
テ
ナ
ン
ト
が
入
替

る
場
合
は
、
使
い
勝
手
を
注
視
し
、
過
不

足
が
あ
れ
ば
修
正
を
繰
り
返
し
、
テ
ナ
ン

ト
に
合
っ
た
見
直
し
を
行
う
事
、
又
、
テ

ナ
ン
ト
資
産
へ
の
細
や
か
な
対
応
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
築
年
数
が
増
せ
ば

委
託
契
約
の
更
新
期
日
前
に
改
定
す
る
事

は
、
自
然
だ
と
思
い
ま
す
。

　

業
務
委
託
契
約
以
外
で
も
日
々
の
業

務
、
並
び
に
報
告
書
の
作
成
な
ど
前
例
に

囚
わ
れ
ず
、
今
回
の
「
お
客
様
目
線
」、

「
守
る
べ
き
事
、
そ
し
て
、
変
え
る
べ
き
事
」

を
定
規
に
し
て
検
証
す
る
事
を
お
勧
め

し
ま
す
。

そ
し
て
行
き
つ
い
た
の
が
、
シ
ン
プ
ル
に

「
お
客
様
目
線
で
考
え
る
」、
方
針
が
決

ま
れ
ば
予
算
、
人
員
な
ど
の
課
題
を
ど
の

よ
う
に
進
め
て
行
く
か
が
見
え
て
き
ま
し

た
。「
お
客
様
目
線
で
考
え
る
」
は
現
在
に

至
る
ま
で
、
私
の
課
題
解
決
の
定
規
に

成
り
ま
し
た
。

　
で
は
、
改
め
て
管
理
会
社
に
と
っ
て
「
変

え
て
は
い
け
な
い
事
」
は
何
で
し
ょ
う
か
。

色
々
考
え
ら
れ
ま
す
ね
、
業
務
委
託
契
約

書
、
社
内
規
則
、
オ
ー
ナ
ー
の
運
営
方
針

な
ど
あ
り
ま
す
が
、
私
は
、
も
っ
と
も
重

要
な
の
は
、
社
会
的
責
任
、
委
託
さ
れ
て

い
る
建
物
主
へ
の
責
任
だ
と
思
い
ま
す
。
具

体
的
に
は
、「
順
法
管
理
」
と
「
無
事
故

無
災
害
」で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、

日
々
の
運
営
管
理
で
は
小
さ
な
情
報
で
も

的
確
に
検
証
す
る
。
ま
た
、
ふ
と
し
た
こ

と
で
感
じ
た
疑
問
を
深
堀
し
、
突
き
詰
め

て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し

て
、
積
極
的
な
提
案
が
オ
ー
ナ
ー
の
判
断

に
重
要
な
要
素
に
な
る
事
は
間
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。
先
記
の
行
為
を
確
実
に
行
う
事

で
円
滑
な
運
営
管
理
を
達
成
し
、
利
用
者

（
テ
ナ
ン
ト
を
含
む
）
に
安
心
を
与
え
、

満
足
度
向
上
に
貢
献
し
、
解
約
防
止
の
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お
と
め
山
公
園
を
十
分
堪
能
し
た

後
は
、
新
目
白
通
り
と
並
行
し

て
一
本
北
側
の
道
を
歩
い
て
行
き
、

氷
川
神
社
を
通
る
と
右
側
に
薬
王

院
。
入
り
口
の
門
の
両
側
に
は
高

い
針
葉
樹
が
立
っ
て
い
ま
す
。

薬王院の入り口

観光地ではなさそうな
ので静かです。池には
蛙のたまごがありました。

なかなかの迫力が
有ります。

おとめ山公園の池ではザリガ
ニ釣りをしている子供たちが。
ここではザリガニ釣りはＯＫ
だそうです。

（株）錦松梅東京工場は、昭和を感じさせる
工場でこの外観はなかなかおしゃれです。

後ろ側 に は おとめ 山 公 園 があり、
登り坂で一直線のおとめ山通りが
あります。

　

聖
母
病
院
の
最
寄
駅
は
、
西
武
新
宿
線
下
落
合
駅

で
す
。
散
歩
に
は
近
す
ぎ
る
の
で
、
今
回
は
高
田
馬

場
駅
か
ら
散
歩
し
ま
す
。
山
手
線
Ｊ
Ｒ
高
田
馬
場
駅

東
口
を
出
て
西
武
新
宿
線
沿
い
に
歩
き
、
新
目
白
通
り
ま
で
出

て
左
に
曲
が
り
下
落
合
方
面
へ
歩
い
て
行
き
ま
す
。

　

最
初
は
以
前
か
ら
行
っ
て
み
た
か
っ
た
お
と
め
山
公
園
へ
向

か
い
ま
す
。
山
手
線
を
越
え
て
３
本
目
の
道
を
右
に
曲
が
り
ま

す
。
す
る
と
あ
の
佃
煮
で
有
名
な
（
株
）
錦
松
梅
東
京
工
場
が

あ
り
、
そ
の
向
か
い
が
お
と
め
山
公
園
の
入
り
口
に
な
り
ま
す
。

▲

住所　東京都新宿区中落合２丁目５番一号　西武新宿線下落合駅から徒歩７分

五十六

聖
母
病
院

文
・
写
真
：
松
原　

雅
人

東
京
都
選
定
歴
史
的
建
造
物
を
訪
れ
て

東
京
都
で
は
、
景
観
条
例
に
基
づ
き
歴
史
的
な
価
値
を
有
す
る
建
造
物
の
う
ち

景
観
上
重
要
な
建
物
を
東
京
都
選
定
歴
史
的
建
造
物
と
し
て
東
京
都
知
事
が
選
定
し
ま
す
。

令
和
元
年
5
月
24
日
現
在
に
お
い
て
は
、
96
件
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

東
京
都
景
観
条
例
第
二
十
二
条

一
．
東
京
の
歴
史
及
び
文
化
を
特
徴
付
け
て
い
る
も
の

二
．
地
域
の
象
徴
と
な
っ
て
い
る
も
の

三
．
多
く
の
都
民
に
親
し
ま
れ
て
お
り
、
地
域
の
個
性
を
形
成
す
る
核
と
な
っ
て
い
る
も
の
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読 者 投 稿

聖
母
病
院
前
の
大
通
り
に

出
る
と
、
茶
色
い
タ
イ
ル

の
綺
麗
な
建
物
が
現
れ
、

聖
母
ホ
ー
ム
の
看
板
が
見

え
ま
す
。

想像を超えるモニュメント、 なかなか
おしゃれです。

こ
こ
か
ら
先
は
、
聖
母
病

院
に
向
か
い
ま
す
が
、
ま
っ

す
ぐ
新
目
白
通
り
で
行
っ
て

も
い
い
の
で
す
が
、
少
し

探
検
し
て
薬
王
院
沿
い
の

車
も
通
れ
な
い
細
い
道
を

歩
き
ま
す
。

階 段 を あ が ると、
な ぜここにかわ い
いうさぎ が。 そ の
隣にはふくろうが。

下落合駅前にある加勢牧場。牛がい
ます。散歩のあとのソフトクリームは、
ひんやりとおいしいです。

川沿いにはテレビでみたような建物も。

新目白通りとの交差点からはなんと
東京スカイツリーが見えます。

新宿区内でも自然多き公園や東京都歴史的建造物があります。
仕事の合間にいかがですか。

ほ
ど
よ
い
時
間
で

し
た
の
で
、
下
落
合

駅
へ
行
き
ま
す
。
新

目
白
通
り
と
の
交

差
点
で
、
下
落
合

駅
か
ら
さ
く
っ
と
聖

母
病
院
に
行
く
だ

け
な
ら
、
こ
の
交

差
点
を
ま
っ
す
ぐ
進

む
だ
け
で
す
。

聖
母
病
院
の
大
き
な
針

葉
樹
と
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
は
、

な
か
な
か
の
も
の
で
す
。

全
体
的
に
茶
色
い
タ
イ

ル
で
、
こ
の
時
代
の
窓

の
形
が
な
ん
と
も
言
え

ま
せ
ん
。

　設計者はマックス・ヒルデ
ン。昭和6年（1931年）、キリ
スト教の精神に基づき開院
した国際病院だそうです。
マックス・ヒルデンは、上智
大学などの設計をしたスイ
ス人です。鉄筋コンクリート
造3階建てです。 茶色のタイ
ル張りで、最上部はアーチ
型になっており、銅板葺き
屋根になっています。
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姿
勢
や
歩
き
方
は
、
そ
の
人
の
印
象
を
決
め

る
動
作
の
一
つ
で
す
。
さ
ら
に
、
一
日
に
何
千

と
繰
り
返
し
行
っ
て
い
る
動
作
な
の
で
、
く
せ

が
あ
る
と
筋
肉
や
関
節
を
痛
め
た
り
も
し
て
し

ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
普
段
の
立
ち
姿
勢
や
歩

き
方
を
見
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　まず、かかとに体重が乗っていて、親指から小指までの指の
腹 ( 爪の裏側 ) が下りています。その上に骨盤、胸郭、頭が平
行に乗っていて、串に刺さったおでんのようなイメージになり
ます。胸を張りすぎるのは間違いで、肩こりや腰痛の原因になっ
てしまうので注意しましょう。

　簡単に行える姿勢チェックの方法と直し方をご紹介します。
顔を下に向けて、下を見てみましょう。胸、お腹、足の甲、が
どのように見えますか。3 カ所が 3 つの山のように見えていた
らだいたい良しとします。
　胸だけがたくさん見えていたら胸郭が前に出ている「胸張り
タイプ」、胸の張りすぎか腰の反りすぎですので、少し背中を

丸める意識をして、ちょうど
良い姿勢になります。下腹が
たくさん見えて足の甲が見え
にくくなっていたら骨盤が前
に出ている「下腹ポッコリタ
イプ」で、お尻を少し後ろに
引いて修正します。
　
　どちらのタイプも最後にお
尻 ( 骨盤 ) をキュッと締めて出
来上がりです。時々、立ち止
まった時などにチェックして
直しましょう。

Let’s
try

美
し
い
姿
勢
で
歩
く

姿
勢
と
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

明日のための
健 康 習 慣
Vol.03

協力
（公財）健康・体力づくり事業財団

監修

健康運動指導士
健康経営エキスパートアドバイザー
東海大学体育学部体育学科卒 
生活習慣病、介護、ロコモの予防改善を
中心に、講演や運動指導を行っている。
人生の最後まで、自分の足で歩くことを
目的とした「ケア･ ウォーキング ®」「ひ
ざちゃん体操」などを考案。

『黒田式　ケア・ウォーキング』合同出版

黒田恵美子先生

基本の立ち方

▲ 胸

▲お腹

▲ 足の甲
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　歩くという動作は、前に出した足に体重が乗り、左右交互に足を出しながら前に進んでいく
移動手段です。いかにスムーズに重心が前に移動していくかを考えれば良い歩き方になります。
　そのために、歩く時は下を向かないようにします。顔が下がるだけでバランスを取ろうとし
て体が後ろに倒れてしまい、結果として重心が前にかからないので歩くのが遅くなってしまう
からです。さらに、腰に負担がかかるので腰痛の元にもなってしまいます。顔は常に正面に向
けておきましょう。
　脚は、膝を伸ばしてかかとから着地し、素早くその足の上に上半身が乗るとよいのですが、こ
れを助けてくれるのは後ろ足。地面を押して体が前に進むことを助けてくれます。

　しかし、これらのことはバラバラに意識してもうまくいきません。生活の中で歩いている時に
でも簡単に意識できてすぐにキレイに歩けるコツをご紹介しましょう。
　それは、腕を振ることです。「体に対して平行に、やや後ろに」振リます。腕を体に対して平
行に振るようにすると左右のブレが起こりにくくなり、後ろに振ることで前に体が進みます。さ
らに、膝が伸びやすくなり、上半身の姿勢が良くなり、歩幅が広がって早く歩けるようになります。
　
　外出時はほとんどカバンを持っているので、カバンを持っていない手を振り、5 分くらい経っ
たら持ち替えるようにすれば、推進力が得られ、左右の歪みが起こりにくくなります。両手に荷
物を持っていると
き、 重 い 鞄 を 片 方
に持っているとき
に は、 お へ そ の 下
をきゅっと締めま
す。
　こうして通勤や
買い物をウォーキ
ングタイムに変え
てしまいましょう。
キ レ イ に 見 え て、
続けるとキレイに
なっていく歩き方、
普段歩きの中で意
識してみてくださ
い。

ワンポイントアドバイス！

　
1
日
に
何
歩
歩
い
た
ら
良
い

か
に
つ
い
て
は
色
々
な
デ
ー
タ

が
あ
り
ま
す
。8
0
0
0
歩

か
ら
1
万
歩
あ
た
り
が
良
い

歩
数
と
さ
れ
て
い
ま
す
。し
か

し
、急
に
歩
数
を
増
や
す
と
疲

れ
が
残
っ
た
り
、関
節
痛
が
起

こ
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
の

で
、歩
数
を
増
や
す
時
は
1
日

平
均
1
0
0
0
歩（
10
分
く
ら

い
）だ
け
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
体
を
痛
め
ず
、健
康
で
美
し

く
歩
く
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
、是
非

実
践
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

歩く時のポイント

　
本
コ
ー
ナ
ー
は
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
業
に
関
わ
る
従
事
者
や
管
理
者
に

対
し
、
労
働
災
害
防
止
の
た
め
の
労

務
管
理
を
促
進
す
る
た
め
、
不
定
期

連
載
と
し
て
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

　
日
々
の
ご
自
身
の
健
康
管
理
や
自

社
従
業
員
へ
の
健
康
啓
発
と
し
て
ご

活
用
く
だ
さ
い
。
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文：相談員　建築物環境衛生管理技術者　北山 克己

な ん で も  相 談 コ ー ナ ー

洗剤の正しい知識

経営等に関するさまざまな相談を受け付けております。　TEL. 03（3805)7555 まで

●石井 泰幸 氏
　税理士

●金丸 大二 氏
　特定社会保険労務士
　就業規則、給与計算等

●北山 克己 氏
　建築物環境衛生管理技術者
　ビルクリーニング技能士
　ビル清掃、病院清掃など清掃全般

●坂 康夫 氏
　技術士
　経営工学・品質管理

●富永 雄次 氏
　１級電気工事施工管理技士
　建築物環境衛生管理技術者
　１級ビル設備管理技能士
　ビル設備管理業務全般

●中辻 一裕 氏
　中小企業診断士
　POP広告、経営、
　マーケティング・コンサルティング

●西道 隆 氏
　弁護士

■相談員のご紹介（五十音順）

　新型コロナウイルスの感染拡大が収束していな
い現在、清掃現場では日々防疫業務の一環として、
主要感染経路を遮断するための消毒作業がたゆま
なく実施されていることと思います。
　不幸にして感染者が発生した場合などは、「新型
コロナウイルス感染症対策を踏まえた宿泊施設の
清掃等マニュアル」（令和２年４月 27 日公表（公社）
全国ビルメンテナンス協会編）を参考に、ビルオー
ナーや保健所等と連携を図りながら、入居されて
いるテナントの為に、或いは建物を利用される利
用者、そして従業員の安全を確保するために、基
本に則た消毒作業が適切に実施されていることと
考えます。即ちお客様や自社の従業員を感染させ
てはならないという強い思いで日夜頑張っておら
れることと思います。本当にお疲れ様です。
　その消毒作業で使用される洗剤は様々なものが
あると思います。各社で使用されている洗剤につ
いては、その正確な知識や適切な使用方法を、従
事者へ的確に指導していくことが重要であると考
えております。何故ならば、間違った洗剤の使用
による事故発生のリスクが高まるからです。
　一例として使用されている前述の「新型コロナ
ウイルス感染症対策を踏まえた宿泊施設の清掃等

マニュアル」の中では、「次亜塩素酸ナトリウム」
をベースとして 0.05％～ 0.1％の次亜塩素酸ナト
リウム溶液として使われております。この次亜塩
素酸ナトリウムの正確な知識を有していないと事
故発生のリスクが高まっていきます。
　消毒剤として使用するための濃度を順守するこ
とはもちろんのこと、他の薬品と混合させること
は決して行ってはいけないことです。特に、酸性
洗剤との混合は「塩素ガス」が発生し最も危険です。
　過去にもその様な事例があったことを、皆様も
記憶のどこかに持っていらっしゃるのではないで
しょうか？
　次亜塩素酸ナトリウムをベースとした洗剤は身
近なところにあります。例えば漂白剤。中でも塩
素系漂白剤は家庭用洗剤として広く使われており
ます。清掃の現場でもトイレで使用したタオルの
消毒用として使用されることもあると思いますが、
先ほども申しあげたように、他の洗剤との混合は
避けること、特に酸性系の洗剤は禁物です。
　日々継続される感染対策業務。清掃従事者の安
全を守るためにも、各現場で使用される洗剤等の
知識を適切に周知することが、今改めて求められ
ているのではないでしょうか。
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詳細は当協会事務局（03-3805-7555)　小林、松丸までご連絡ください

賛助会員の皆様からおすすめ製品の情報を募集いたします。
奮ってご応募ください。

▲

おすすめ
製      品
コーナー ecommended roducts

※掲載製品の性能等についての説明内容は、当該賛助会員からの情報です。

製品情報募集（掲載料無料）

屋根裏や水回り、機器設備のメンテナンスに

株式会社エスコ　Tel : 06-6532-6226（代表）　HP : https://www.esco-net.com/

Φ4.5㎜×1mハンディスコープ（先端可動/スマホ対応）

使用方法編

設定編

● Wi-Fi でスマートフォンやタブレットとワイヤレス接続！
　 画像や動画をすぐに確認、端末に保存できます

● コントロールホイールでヘッド部分をスムーズに操作できます

● 約 250g の軽量設計で片手での操作も可能

● 多方向が見えるフレキシブルヘッドを搭載

●180° 可動式小型ヘッドで狭い場所でもあらゆる方向を確認

● EA750FZ-2 を装着することでプローブをストレートに保持し、
　 通気口やダクト内　をより効率的に検査できます

[EA750FZ-1用 ]540㎜ストレートガイド
● 本製品にカメラのプローブなどを挿入して、
　 プローブを真っすぐな状態でホールドします
● この製品を使用することにより、WIFI スコープ
 　カメラを無理な体勢をとることなく、屋根裏など
　 の高所や地中埋設管などの低所を簡単に検査
 　することができます
● フレキシブルスコープ 180WIFI カメラ
　 (EA750FZ-1) と組み合わせて使用します

【仕様】
■品番：EA750FZ-1
・光源：フロント 5LED
・サイズ（W×D×H）㎜：35×50×207.5
・重量（g）：248
・電源：DC in 5V 1A, USB タイプ C
・カメラヘッド径：Φ 4.5㎜
・フォーマット（モバイル端末ストレージ上）：
  静止画 JPG・動画 MP4・（解像度 1024×768）
・防水規格：IP67
・プローブ長：1m
・付属品：清掃キット、収納ケース、説明書
・充電時間：約 2 時間
・使用温度：0℃～ 40℃（充電時＆ WIFI 機能）
・使用時間：約 4 時間
・バッテリー：2600 ｍ Ah（Li-ion）
・視野角：90°
・作業温度：-10℃～ 60℃
・保管温度：-10℃～ 60℃
・Wi-Fi：IEEE 802.11 b/g/n, 2.4Ghz, 1 ～ 3ch
・伝送距離：0 ～ 10m（通常空間）
・ネック角度：右 180°
・プローブヘッド材質：ステンレス
・プローブ素材：ステンレス（外側編組）

【仕様】
■品番：EA750FZ-2
・本体サイズ（㎜）：120×40×40
・メインチューブ（㎜）：540
・重量（g）：200
・EA750FZ-1 用

▼注意
・チューブがロックされているときは、プローブを抜かないで
  ください
・チューブを曲げないでください
・危険を避けるため、チューブやプローブを可燃性ガスまたは
  液体 ( 燃料タンクなど ) に挿入しないでください

手持ちのスマホがモニターに！！
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3
2021

月 講習会カレンダー
問い合わせ先：協会事務局　03（3805）7555
※講習会情報公開（HP）は、原則2か月前の15日（休日の場合翌営業日）13時頃

日 月 火 水 木 金 土
28 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23  24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

※2月15日現在で開催
する予定の講習会の
み掲載しております。

１
．
講
習
会
の
開
催
中
止
、
延
期
に

つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に

伴
い
、
今
後
の
講
習
会
に
つ
い
て
急
遽
中

止
・
延
期
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
ご

ざ
い
ま
す
。

　
そ
の
際
に
は
速
や
か
に
皆
様
に
ご
連
絡

致
し
ま
す
。
事
前
に
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

２
．
講
習
会
の
申
込
方
法
に
つ
い
て

　
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
各
講
習
会
の

ペ
ー
ジ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
専
用
申
込
フ
ォ
ー

ム
を
申
込
開
始
時
に
掲
載
い
た
し
ま
す
の

で
、
そ
ち
ら
か
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
関
わ
る

講
習
会
対
応
に
つ
い
て

◉現任基本教育
講習

◉ビル設備の
　基礎数学
 （電気・熱編） ◉ステップアップ清掃

講習（応用編）

◉現任基本教育
講習

◉シーケンスの
読み方と実習

◉清掃作業従事者
研修指導者講習
（新規/再講習）

◉現任基本教育
講習

◉現任基本教育
講習

◉消防用設備の
基礎知識

5月分講習会
情報公開日(HP)

◉新任警備員教育

◉新任警備員教育

◉新任警備員教育

◉高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育

◉再発防止対策講座
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4
2021

月 講習会カレンダー
日 月 火 水 木 金 土
28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

問い合わせ先：協会事務局　03（3805）7555
※講習会情報公開（HP）は、原則2か月前の15日（休日の場合翌営業日）13時頃

３
．
受
講
さ
れ
る
皆
様
へ
の
お
願
い 

●�

咳
や
発
熱
な
ど
の
症
状
が
あ
る
方

は
、
参
加
を
お
控
え
く
だ
さ
い
。

●��

感
染
症
予
防
や
咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
の
た

め
、
会
場
に
マ
ス
ク
を
ご
持
参
、
ご

着
用
く
だ
さ
い
。

●��

会
場
で
は
、
手
洗
い
や
消
毒
液
を
使

用
す
る
な
ど
一
般
的
な
感
染
症
対
策

に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

　　
な
お
、
体
調
不
良
、
発
熱
な
ど
の
症
状

が
あ
る
方
は
、
日
程
等
の
変
更
も
承
っ
て

お
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
ご
連
絡
を
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

◉品質管理入門
コース

◉品質評価法
　講習
◉初心者向け
　防火防災の
　基礎

◉現任警備員
　業務別教育
 （1号）講習

◉現任警備員
　業務別教育
 （1号）講習
◉危険予知訓練
 （KYT）
　1日講習

◉ポンプの
　基礎知識
 （初級編）

◉弾性床材＆
　トイレ
　メンテナンス
　講習

◉ビルの
　電気設備
 （初級編）

6月分講習会
情報公開日(HP)

◉新任警備員教育

◉新任警備員教育

◉新任警備員教育

◉設備管理の基礎（新人教育）

◉設備管理の基礎（新人教育）
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FROM

協
会
か
ら
の

ご
案
内
済
み
一
覧

MAIL

広報委員会　STAFF

■委員長

■

■委員

吉　澤　　幸　夫

奥 出　 隆 之

大 嶋　 直 樹

里 見　 貴 弘

鈴 木　 英 司

中 嶋　 徹 治

広報誌編集小委員会
委員長

広報　第579号

令和3年3月号

電　話　03-3805-7555（代）
ＦＡＸ　03-3805-7550

吉澤　幸夫

公益社団法人
東京ビルメンテナンス協会
〒116-0013
東京都荒川区西日暮里5-12-5　ビルメンテナンス会館

編集・制作：広報委員会

発行人：佐々木浩二
編集人：

編
集
後
記

2
月
4
日

【
協　

会
】

 

・
広
報
誌
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
東
京
」

	

（
2
0
2
１
年
２
月
号
）

 

・
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
換
気
対
策

【
そ
の
他
団
体
】

 

・
気
を
つ
け
て
！
二
酸
化
炭
素
消
火
設
備
の
誤
放
出

	

（
東
京
消
防
庁
）

 

・
D
X
時
代
の
資
源
循
環

	

（
（
公
財
）
東
京
都
環
境
公
社
）

 

・
ビ
ル
管
理
科 

就
職
希
望
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

	

（
中
央
・
城
北
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー  

高
年
齢
者
校
）

 

・
求
職
者
情
報	

（
埼
玉
県
内 

高
等
技
術
専
門
校
）

　

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
の
収
束
が
な
か
な
か
見
え
な
い
中
で
、

協
会
も
事
業
に
よ
っ
て
は
例
年
通
り
の
開
催
が
で
き
ず
、

変
更
、
縮
小
、
延
期
そ
し
て
や
む
を
得
ず
中
止
に
な
っ
た

り
も
し
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
事
情
で
、協
会
広
報
誌『
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
東
京
』
も
、
例
年
と
は
勝
手
が
違
い
記
事
不

足
に
苦
慮
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
来
期
の
発
行
回
数
は

年
11
回
（
8
・
9
月
は
合
併
号
）
と
例
年
通
り
を
考
え
て

い
ま
す
（
来
期
事
業
計
画
案
）。
広
報
誌
の
存
在
意
義
は
、

「
情
報
の
発
信
」
の
ほ
か
に
「
相
互
の
親
睦
を
図
る
」
こ

と
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
４
月
号
か
ら
は
、
自
ず

と
紙
面
構
成
も
変
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
読
者
の
皆

様
、
と
り
わ
け
正
会
員
の
皆
様
に
は
、「
相
互
の
親
睦
を

図
る
」
の
に
相
応
し
い
企
画
や
ア
イ
デ
ィ
ア
を
広
報
委
員

会
ま
で
お
寄
せ
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
広
報
委
員
会
所
管
、
フ
ェ
ア
実
行
委
員
会
管
轄

の
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
フ
ェ
ア
T
O
K
Y
O
２
０
２
１
は

６
月
９
日
（
水
）、
10
日
（
木
）
に
予
定
通
り
の
開
催
を

目
指
し
て
着
々
と
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
正
直

新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
状
況
が
6
月
に
は
収
ま
る
か
ど
う
か

は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
な
か
で
、
業
界
も
協

会
も
そ
し
て
社
会
も
活
気
を
な
く
し
て
い
る
時
で
す
が
、

賛
助
会
員
の
皆
様
に
と
っ
て
は
販
売
促
進
、
正
会
員
の
皆

様
に
は
w
i
t
h
コ
ロ
ナ
、 

a
f
t
e
r
コ
ロ
ナ
時
代
の

業
務
や
営
業
の
た
め
の
ア
イ
テ
ム
探
し
の
場
に
な
る
よ
う

に
と
関
係
者
み
ん
な
で
頑
張
っ
て
い
ま
す
の
で
、
何
と
か

無
事
開
催
に
漕
ぎ
つ
け
、
業
界
が
少
し
で
も
元
気
を
取
り

戻
せ
れ
ば
と
い
う
思
い
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
界
は
コ
ロ
ナ
禍

の
影
響
を
ま
だ
大
き
く
受
け
た
と
い
う
話
は
聞
き
ま
せ

ん
が
、「
新
型
コ
ロ
ナ
」
関
連
の
経
営
破
た
ん
（
負
債

1
0
0
0
万
円
未
満
を
含
む
）
が
2
月
2
日
、
全
国
で

累
計
1
0
0
0
件
（
倒
産
9
2
9
件
、
弁
護
士
一
任
・

準
備
中
71
件
）
に
達
し
た（
※
）
と
い
う
、
調
査
会
社
の
記

事
も
あ
り
ま
す
の
で
、
私
た
ち
の
業
界
も
予
断
を
許
し

ま
せ
ん
。
一
刻
も
早
い
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
の
収
束
を
願
う

ば
か
り
で
す
。	

吉
澤
幸
夫

※
【
引
用
】　

株
式
会
社
東
京
商
工
リ
サ
ー
チ
「
新
型
コ
ロ
ナ
破
た
ん
が
1
0
0
0
件
に
達
す
る
」
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（赤色の太字部分が変更になった箇所)

公益社団法人　東京ビルメンテナンス協会の

入会希望会社をご紹介ください

TEL.03（3805）7555
■お問い合わせ先
　公益社団法人　東京ビルメンテナンス協会　事務局（担当：森、内山）

当協会にご入会いただくと、同時に全国ビルメンテナンス協会の会員となり、双方のサービスをご利用いただけます。
特典１：公益社団法人の会員であることの証明
特典２：講習会・研修会への受講割引・無料参加
特典３：業務・技術・法令などの業界最新情報の提供

特典４：協会主催催事への参加による会員交流
特典５：ビルメンテナンス会館の施設の利用割引

情報提供、人材育成、交流活動……会員特典あります。

社　　　名 協会登録代表者名 郵便番号 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX 番号

（代表者名変更）

オリックス・ファシリティーズ㈱ 深谷　健司 1 0 8 - 0 0 7 5 港区港南1-8-15　Ｗビル9F 4218 -4721 4218 -4722
㈱ダイヤビルメンテナンス 平澤　洋二 2 5 2 - 0 3 0 3 神奈川県相模原市南区相模大野8-5-1

ルミエール大野南2F
0 4 2 - 7 4 1 - 3 7 0 0 0 4 2 - 7 4 1 - 2 4 4 6

㈱すかいらーくＤ＆Ｍ 佐藤　信吾 1 8 0 - 0 0 1 3 武蔵野市西久保1-20-8 0 4 2 2 - 3 7 - 5 8 0 1 0 4 2 2 - 3 7 - 5 8 1 0

（住所変更）

㈱ＬＩＸＩＬリニューアル 濱田　　 晋 110-0015 台東区東上野6-9-3
住友不動産上野ビル8号館

6738 -8104 6738 -8313

（電話番号変更）

㈱トヨタエンタプライズ 高瀬　由紀夫 1 0 2 - 0 0 7 4 千代田区九段南2-3-18 3237-0834 3237 -0834

（入会）

フジビルサービス㈱ 小林　秀行 154-0011 世田谷区上馬3-7-13 6805-3270 6804-0728
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表 3 表 2
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